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総務委員会会議録 

 

平成２９年１１月１日 水曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ３時１０分閉議（実時間２２８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８６号・平成２８年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第９３号・平成２８年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 川 祥 子 君 

副委員長  村 川 清 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

  財務部次長     松 村   浩 君 

  理事兼市民税課長  硴 塚 康 浩 君 

  資産税課長     遠 山 光 徳 君 

  納税課長      機   智三郎 君 

  財政課長      尾 﨑 行 雄 君 

 建設部 
 
  首席審議員兼 
            小 橋 孝 男 君 
  建築住宅課長 
 

 総務部長       水 本 和 博 君 

  総務部次長     丸 山 平 之 君 

  秘書広報課長    野々口 正 治 君 

  人事課長      白 川 健 次 君 

  危機管理課長    南   和 治 君 

 企画振興部長     宮 村 明 彦 君 

  企画振興部次長   増 住 眞 也 君 

  企画政策課長    田 中   孝 君 

  理事兼情報政策課長 生 田   隆 君 

 市民環境部長     國 岡 雄 幸 君 

  市民活動政策課長  福 本 桂 三 君 

  市民課長      川 野 雄 一 君 

部局外 

 議会事務局 

  議会事務局次長   嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（前川祥子君） 定刻となり、定足数

に達しましたので、ただいまから総務委員会を

開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２０

日の本委員会でも報告いたしましたが、まず、

一般会計決算の歳入、及び各特別会計決算の歳

入の審査については、平成２８年度八代市一般

会計歳入歳出決算書または平成２８年度八代市

特別会計歳入歳出決算書に基づいて、次に、一

般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の

審査については、平成２８年度における主要な

施策の成果に関する調書及び土地開発基金の運

用状況に関する調書に基づいて説明を聴取し、

監査委員からの審査意見書も含めたところで質

疑を行うことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ
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れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しております。 

 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

しております日程表のとおり、審査の進行によ

っては予定している審査項目を明日の予備日に

繰り越すことも考えられます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、本委員会に付託されております決

算議案２件の審査に入ります。 

                              

◎議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（前川祥子君） まず、議案第８６号

・平成２８年度八代市一般会計歳入歳出決算

中、当委員会関係分を議題とし、歳入等につい

て執行部より一括して説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部長の岩本でございます。総務委員会に付

託されました議案につきまして、本日の説明者

につきまして、簡単に説明申し上げます。 

 まず、一般会計の説明は、全体の歳入を松村

財務部次長、歳出の総務費など関係分を同じく

松村財務部次長、議会費を嶋田議会事務局次

長、消防費などの関係分を丸山総務部次長が説

明いたします。また、特別会計は担当課長が説

明いたします。 

 例年長時間に及びますけれども、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○財務部次長（松村 浩君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部次長、松村でございます。それでは

座らせていただきまして説明させていただきた

いと思います。 

 それでは、議案第８６号・平成２８年度八代

市一般会計歳入歳出決算について御説明しま

す。 

 まず、歳入を説明します前に、一般会計全体

の収支状況について説明をいたします。 

 一般会計歳入歳出決算書の最後の２１２ペー

ジをお願いいたします。一番最後になります。 

 一般会計の実質収支に関する調書でございま

すが、表の上から、歳入総額が６５１億５７９

万９０００円で、前年度に比べ４.７％、２９

億２７４７万６０００円の増加でございます。 

 次の歳出総額は６１８億１６４３万７０００

円で、前年度に比べ１.９％、１１億７３６１

万３０００円の増加でございます。 

 次の歳入歳出差引額、いわゆる形式収支は３

２億８９３６万２０００円で、この形式収支か

ら次の翌年度へ繰り越すべき財源の計、２０億

４９３０万４０００円を差し引いた、その下の

実質収支額は１２億４００５万８０００円の黒

字となっており、これが翌年度への実質的な繰

越金となります。 

 それでは、歳入の決算につきまして、引き続

き一般会計歳入歳出決算書で、金額につきまし

ては、右側のページの中ほどの収入済額を１０

００円未満切り捨てで説明させていただきま

す。なお、国や県の支出金、あるいは市債な

ど、事業に係る特定財源につきましては、歳出

のほうでも出てまいりますので、簡潔に説明さ

せていただきます。 

 それでは、決算書の２４、２５ページをお願

いします。 

 まず、款１・市税でございますが、収入済額

は１４５億５４７８万８０００円で、前年度に

比べ１.３％、１億７９７７万５０００円の増

加でございます。歳入全体の２２.４％を占め

ており、歳入の主要なものでございます。 

 調定額に対する収入済額の割合であります徴
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収率は、現年課税分で９８.７％、滞納繰越分

で１８.４％、全体では９４.６％と、前年度と

比べて０.４％上昇と、年々上昇しておりま

す。 

 収入済額の右側の不納欠損額８５０６万円

は、地方税法の規定による滞納処分の執行停止

が３年間継続したときなど、納税義務が消滅し

てしまうものです。さらにその右の収入未済額

７億５２８７万３０００円は、いわゆる滞納額

でございまして、平成２８年度中に徴収でき

ず、次年度に繰り越されて徴収の対象となるも

のでございます。不納欠損額、収入未済額のい

ずれの金額も、昨年度より減少いたしておりま

す。 

 それでは、市税の税目ごとの内容でございま

すが、まず、項１・市民税、目１・個人、節１

・現年課税分４５億７２１５万１０００円は、

前年度比０.２％の増でございます。市民個人

の前年の所得に対し課税されるもので、均等割

３０００円と所得割６％からなっています。な

お、備考欄の還付未済額は、市税の還付通知を

出しましたが、年度内に受け取りがなされてい

ないものでございます。 

 次の、目２・法人、節１・現年課税分１０億

２６３２万４０００円は、前年度に比べて２.

２％の増となっています。法人の決算期ごとの

申告課税によるもので、法人の規模に応じた均

等割と法人税割からなっております。 

 次に、項２・固定資産税、目１・固定資産

税、節１・現年課税分７４億８８８０万５００

０円は、１月１日現在の土地、家屋、償却資産

の所有者に対し課税されるもので、前年度に比

べて１.７％の増となっています。主な増加要

因は、新増築家屋の増、及び申告者への申告勧

奨等による償却資産の増によるものでございま

す。 

 次の、目２の国有資産等所在市交付金４４０

２万円は、国、県などが所有する土地、家屋等

に対する固定資産税のかわりとして交付される

もので、前年度に比べて３.７％の減でござい

ます。 

 次に、項３、目１・軽自動車税、節１・現年

課税分３億７８１２万円は、４月１日現在の所

有者に対し課税されるもので、前年度に比べ１

９.９％の増となっていますが、平成２８年度

に税額の一部改正が行われたことが大きな要因

でございます。 

 次に、項４、目１・市たばこ税、節１・現年

課税分８億８５１８万８０００円は、卸売販売

業者等の売り上げに対し課税するもので、前年

度に比べ０.９％の増となっております。増加

の主な要因は、平成２８年度からたばこ税関係

法令の改正により、紙巻たばこ三級品の単価が

上昇したことによるものでございます。 

 次に、項５、目１・入湯税、節１・現年課税

分１５４１万２０００円は、入湯客に対し課税

する税で、環境衛生施設、消防施設の整備や観

光振興の費用などに充てられる目的税でござい

まして、前年度比０.１％の増となっておりま

す。税額は、日帰り客で５０円、宿泊客で１５

０円などであり、日奈久、龍峯、坂本、東陽地

区の各温泉施設が対象となっております。 

 続きまして、款２・地方譲与税でございます

が、地方譲与税とは国が徴収した特定の税目の

税収を一定の基準で地方公共団体に譲与、交付

するものでございます。 

 まず、項１、目１、節１・地方揮発油譲与税

１億４５１３万４０００円は、国税の地方揮発

油税の４２％を市町村道の延長、面積に応じ市

町村に譲与されるもので、前年度比４.５％の

減でございます。 

 次の、項２、目１の自動車重量譲与税３億５

１７０万８０００円は、国の自動車重量税の約

３分の１相当額が市町村道の延長、面積に応じ

市町村に譲与されるもので、前年度比０.９％

の増となっています。 
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 次は、２６、２７ページをお願いします。 

 項３、目１、節１の特別とん譲与税２４２５

万３０００円は、外国貿易船の八代港への入港

に際し、船の純トン数に応じ譲与されるもの

で、前年度比１.８％の増でございます。 

 次に、款３、項１、目１、節１・利子割交付

金１１５７万７０００円でございます。これ

は、預金利子に課税される県税の一部が県民税

の割合に応じて県から市町村に交付されるもの

で、前年度比３２.５％の減となっています。 

 次に、款４、項１、目１、節１・配当割交付

金２６７６万６０００円は、上場株式などの配

当課金に対する課税の一部を財源として、県か

ら一定の基準で市町村に対し交付されるもの

で、前年度比５６.９％の減となっています。 

 次の、款５、項１、目１、節１・株式等譲渡

所得割交付金１９５３万４０００円は、株式等

譲渡所得等に課税される県税の一部が県民税の

割合に応じて県から市町村に交付されるもの

で、前年度比６３.１％の減となっています。 

 次に、款６、項１、目１、節１・地方消費税

交付金２２億２６８６万４０００円は、徴収さ

れた地方消費税の一部が市町村の人口及び従業

者数で案分され交付されるもので、前年度比１

１％の減となっております。 

 次は、款７、項１、目１、節１・ゴルフ場利

用税交付金５５３万７０００円でございます

が、県に納められたゴルフ場利用税の１０分の

７に相当する額がゴルフ場所在の市町村に交付

されるもので、前年度比５.８％の減となって

います。 

 次に、款８、項１、目１、節１・自動車取得

税交付金８３７７万２０００円は、県税である

自動車取得税を市町村道の延長及び面積に応じ

て県から交付されるもので、前年度比２４.２

％の増となっています。 

 次に、２８、２９ページをお願いします。 

 款９、項１・地方特例交付金、目１、節１の

減収補てん特例交付金５０７８万４０００円

は、個人市民税における住宅借入金等特別税額

控除の実施に伴い、地方公共団体の減収補塡措

置として設けられているもので、前年度比１

３.２％の増となっています。 

 続きまして、款１０、項１、目１、節１・地

方交付税１７２億３９２６万４０００円でござ

いまして、前年度に比べ１.３％の減でござい

ます。地方交付税は、団体間の財源の不均衡を

調整し、全ての地方団体が一定の水準を維持し

得るよう財源を保障するもので、国税として徴

収した所得税、法人税、酒税、消費税や地方法

人税にそれぞれの割合を乗じた額の合計額が合

理的な基準によって地方団体に交付されるもの

であり、普通交付税に９４％、特別交付税に６

％の割合で配分されます。 

 普通交付税は、標準的な収入である基準財政

収入額が、標準的な歳出である基準財政需要額

に対し少ない場合に、その差額が交付されるも

ので、特別交付税は災害等の特別の事情を考慮

して交付されるものでございます。 

 それぞれの収入済額は、普通交付税は合併後

１０年が経過し合併算定特例期間が終了したこ

となどから、前年度に比べ３.７％減の１５４

億４１５１万８０００円、特別交付税は、熊本

地震による財政需要の増加により、前年度比２

５.６％増の１７億９７７４万６０００円でご

ざいます。 

 次に、款１１、項１、目１、節１・交通安全

対策特別交付金１９７７万９０００円でござい

ますが、国に納付された交通反則金を交通事故

の件数や人口集中地区の人口等をもとに算出

し、国から交付されるもので、前年度比１１.

７％の減となっています。 

 続きまして、款１２・分担金及び負担金でご

ざいまして、特定の事業の経費に充てるため、

その事業により受益を受ける者に賦課徴収する

もので、前年度比５.２％減の８億２７６５万
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４０００円でございます。減の主な要因は、携

帯電話等基地局整備に係る分担金の減や保育所

保育料の減でございます。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金、節１・農業費分担金９１８７万７０００

円は、かんがい排水路改修事業や農地災害復旧

事業の受益農家からの分担金でございます。節

２・水産業費分担金２００万円は、アサリ漁場

への県営覆砂事業に対する受益者分でございま

す。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金

は、八代地域イントラネット運営経費に係る氷

川町からの負担金でございます。 

 次に、目２・民生費負担金７億１７８５万６

０００円ですが、節１・社会福祉費負担金の老

人福祉施設入所者負担金や、３１ページになり

ますが、節２・児童福祉費負担金の施設型給付

公立保育所と施設型給付私立保育所の保育料が

その主なものでございます。備考欄の収入未済

額の主なものは、保育料の１２８４万５０００

円で、昨年度より約２６０万円の減となってお

ります。 

 ３２、３３ページをお願いします。 

 款１３・使用料及び手数料は、行政財産など

の使用に対して、条例の定めにより徴収するも

ので、前年度比１.３％減の７億６２３９万９

０００円となっています。 

 まず、項１・使用料、目１・総務使用料、節

１・総務管理使用料２０１４万２０００円は、

市営の中央駐車場及び新八代駅東口駐車場の使

用料が主なものでございます。 

 次の、目３・衛生使用料、節１・保健衛生使

用料２２９９万７０００円は、一番下の千丁地

域福祉保健センター使用料と、３５ページの斎

場使用料が主なものでございます。 

 ３６、３７ページをお願いします。 

 目６の土木使用料でございますが、節１・道

路橋梁使用料４２１２万２０００円は、九州電

力やＮＴＴなど、電柱に対する道路占用料や、

３９ページになりますが、節４・住宅使用料の

公営住宅使用料が主なものでございます。備考

欄の公営住宅使用料の収入未済額は、現年度分

と過年度分を合わせますと４７５９万円で、前

年度より約２００万円の増となっています。 

 引き続き、３８、３９ページの、目８・教育

使用料でございますが、節１・学校施設使用料

４２５万円の主なものは、小学校や中学校など

の体育館の使用料であり、節２・幼稚園使用料

１０８０万円の主なものは、幼稚園保育料であ

り、節３・社会教育施設使用料２６６０万５０

００円の主なものは、公民館や厚生会館、博物

館、文化センターの使用料であり、４０、４１

ページに移りまして、節４・社会体育施設使用

料８３６万７０００円は、夜間照明などのスポ

ーツ施設の使用料などでございます。 

 次に、項２・手数料でございますが、目１・

総務手数料７０２７万５０００円の主なもの

は、４３ページの節３・戸籍住民基本台帳手数

料の戸籍謄本や住民票などの交付手数料でござ

います。 

 目３・衛生手数料の３億３３９２万円では、

節２・生活環境手数料の清掃センターへの搬入

ごみ処理手数料と有料指定袋処理手数料が主な

ものございます。 

 目５・土木手数料７５８万８０００円は、４

５ページの一番上の節１・建築指導業務手数料

にあります、建築確認・検査申請等手数料が主

なものでございます。 

 次は、款１４・国庫支出金１１１億５８８４

万円は、いわゆる国が使途を特定して市に交付

する支出金ございまして、前年度比１６.３％

の増となっていますが、増加の主な要因は、臨

時福祉給付金事業補助金や環境センター建設補

助金の増によるものです。右側の収入未済額が

１７億６８６８万円ございますが、臨時福祉給

付金給付事業や熊本地震損壊家屋等解体撤去事
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業など、全て平成２９年度への繰越事業に伴う

財源でございます。 

 まず、項１・国庫負担金、目１・民生費国庫

負担金、節１の社会福祉費負担金１８億３４８

９万９０００円は、国民健康保険を支援する国

民健康保険基盤安定負担金及び障害者に対する

生活介護給付などを負担する障害者自立支援給

付費負担金や障がい児通所支援事業負担金が主

なもので、また、４７ページの節２・児童福祉

費負担金３４億３０９万９０００円は、中学校

３年生までの子供に支給される児童手当交付

金、１８歳未満の児童を扶養するひとり親家庭

などに支給する児童扶養手当負担金、民間の保

育所運営費の負担金が主なものでございます。

節３・生活保護費負担金２０億９２３０万１０

００円は、生活扶助、医療扶助などの生活保護

費負担金でございます。 

 次に、目３・災害復旧費国庫負担金１億２１

７２万３０００円でございますが、熊本地震や

梅雨前線豪雨により被害を受けた公共施設の災

害復旧に対するものでございます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金、節１・総務管理費補助金１億５

５４５万円は、新庁舎建設基本構想策定への市

町村合併推進体制整備費補助金や、通知カード

・個人番号カード関連事務補助金及び海外クル

ーズ船急増に伴う観光資源強化事業ほか３事業

に対する地方創生推進交付金、４９ページの日

本版ＤＭＯ活性化事業のほか４事業に対する地

方創生加速化交付金が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費国庫補助金１０億４８１

万２０００円の主なものは、節１・社会福祉費

補助金では、地域生活支援事業補助金、臨時福

祉給付金事業補助金。節２の児童福祉費補助金

では、子ども・子育て支援交付金及び揚町保育

園の園舎改築などに係る保育所等整備交付金で

ございます。 

 次に、目３・衛生費国庫補助金１２億８５７

万９０００円は、５１ページの節２・生活環境

費補助金の環境センター建設事業に対する循環

型社会形成推進交付金が主なものでございま

す。 

 次に、目４・土木費国庫補助金７億６７５７

万９０００円の主なものは、節１・道路橋梁費

補助金の災害防除事業交付金のほか、節２・都

市計画費補助金の南川橋梁建設に係る南部幹線

道路整備事業交付金と西片西宮線道路整備事業

交付金でございます。 

 次に、５２、５３ページをお願いします。 

 目５・教育費国庫補助金１億７７０２万９０

００円の主なものは、学校施設の非構造部材耐

震改修に係る補助金で、節２の小学校費補助金

で一番下段の太田郷小学校から、５５ページの

泉第八小学校にかけて４校の体育館耐震改修事

業補助金のほか、次の節３・中学校費補助金で

は、中ほどの第一中学校から、５７ページにか

けて泉中学校までの９中学校における体育館や

武道館の非構造部材耐震改修事業補助金が主な

ものでございます。 

 引き続き、５６、５７ページの目６・災害復

旧費国庫補助金３億５０１９万８０００円は、

熊本地震による災害等廃棄物処理事業費補助金

が主なものでございます。 

 ５８、５９ページをお願いします。 

 項３・委託金は、国が本来みずから行うべき

事務でありますが、地方公共団体に行わせたほ

うが効率的である場合にその事務を行わせ、そ

の経費を負担するものであります。 

 目２の民生費委託金３２４６万７０００円

は、国民年金等事務費交付金が主なものでござ

います。 

 続きまして、款１５・県支出金５７億５３８

３万５０００円でございますが、県支出金は、

県が使途を特定して市に交付する支出金で、前

年度比１６.２％の増でございます。増の主な

要因は、熊本地震の被災者支援に要する災害救
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助費負担金や強い農業づくり交付金事業補助金

の増によるものです。右側の収入未済額は２３

億７６５２万６０００円で、経営体育成支援事

業補助金（災害関連）や、強い農業づくり交付

金事業補助金など、全て平成２９年度への繰越

事業に伴う財源でございます。 

 まず、項１・県負担金、目１・民生費県負担

金、節１・社会福祉費負担金１７億２２２万４

０００円は、低所得者の国民健康保険税の軽減

分などを負担する国民健康保険基盤安定負担

金、同様に低所得者の後期高齢者医療保険料の

軽減分を負担する後期高齢者医療基盤安定負担

金、障害者に対する生活介護給付などを負担す

る障害者自立支援給付費負担金が主なものでご

ざいます。次の６０、６１ページの節２・児童

福祉費負担金１１億７９３３万５０００円は、

児童手当負担金と民間の保育所運営費負担金が

主なものでございます。節４・災害救助費負担

金２億８３８４万７０００円は熊本地震に係る

もので、住宅応急修理事業や避難所運営事業が

主なものでございます。 

 次に、項２・県補助金、目１の総務費県補助

金でございますが、路線バスの運行費補助に対

する熊本県生活交通維持・活性化総合交付金

や、発電所の所在市町村に交付される熊本県電

源立地地域対策交付金、及び６３ページの上か

ら３つ目のテレビドラマ作成などに対する地域

づくり夢チャレンジ推進補助金が主なものでご

ざいます。 

 次に、目２・民生費県補助金、節１・社会福

祉費補助金では、備考欄３番目の重度心身障が

い者医療費助成事業に対する補助金や、下から

２番目、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金

が主なものでございます。節２・児童福祉費補

助金では、放課後児童健全育成事業等補助金

や、多子世帯子育て支援事業費補助金と、６５

ページ上から５番目、地域子育て支援拠点事業

補助金が主なものでございます。 

 次の目３・衛生費県補助金の主なものは、節

１・保健衛生費補助金では、４歳未満児等の乳

幼児への医療費助成に対して補助される乳幼児

医療費助成事業費補助金であり、６７ページの

節２・生活環境費補助金では、小型合併処理浄

化槽設置整備事業補助金と、東陽交流センター

せせらぎ施設整備に対する熊本県市町村等再生

可能エネルギー等導入促進事業補助金が主なも

のでございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金、節１・

農業費補助金１４億１９３０万円の主なもの

は、下から３番目の地籍調査事業費補助金のほ

か、６９ページになりますが、上から３番目の

低コスト耐候性ハウスの導入に対する強い農業

づくり交付金事業補助金（生産総合）、その下

のミニトマト選果場の新設及び選果機の導入に

対する強い農業づくり交付金事業補助金（平成

２８年熊本地震被災施設整備等対策）、３つ下

の熊本地震の被災農業者向けの融資に対する経

営体育成支援事業補助金、下から３番目の多面

的機能支払交付金事業補助金などでございま

す。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 節２・林業費補助金１億７５５万８０００円

は、道整備交付金のほか、民間の木材製材施設

装置の導入に対して補助される緑の産業再生プ

ロジェクト促進事業補助金が主なものでござい

ます。 

 ７２、７３ページをお願いします。 

 目６・消防費県補助金３８１５万４０００円

は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のほか、球

磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金が主な

もので、消防団の小型動力ポンプ積載車の購入

などに対するものでございます。 

 ７４、７５ページをお願いします。 

 目８・災害復旧費県補助金は、節１の農林水

産業施設災害復旧費補助金１億１６５０万３０

００円が主なもので、熊本地震や豪雨災害で被
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害を受けた農業施設や林道施設の災害復旧費補

助金でございます。 

 次に、項３・委託金、目１・総務費委託金２

億５７２６万８０００円の主なものは、７７ペ

ージの節２・徴税費委託金の県民税徴収事務委

託金１億７８４８万６０００円であり、これ

は、本市が県民税を市民税と一括して徴収し、

それを県に納入しておりますので、その事務に

対し県から交付されるものでございます。この

ほか、７９ページの節４・選挙費委託金の参議

院議員選挙委託金でございます。 

 次に、８０、８１ページをお願いします。 

 款１６・財産収入１億４８９０万２０００円

でございます。財産収入は、市が有する財産の

貸し付け等の運用による賃借料、利息、配当金

及び財産の売り払い等による現金収入でござい

まして、前年度比１７５.４％の増となってい

ます。主な要因は、八千把地区土地区画整理事

業保留地売払収入によるものでございます。 

 まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸付

収入、節１・土地建物貸付収入２３８５万４０

００円は、市有財産を個人や法人への貸し付け

に対する貸付収入で、目２・利子及び配当金

は、財政調整基金利子を初めとする、各基金の

預金利子などでございます。 

 項２・財産売払収入、目１・不動産売払収入

１億１５２０万９０００円は、節１・土地売払

収入の八千把地区土地区画整理事業保留地売払

収入１６件分が主なものでございます。 

 ８２、８３ページをお願いします。 

 款１７・寄附金でございます。寄附金総額は

３億４１０６万９０００円で、前年度に比べ２

億８２６９万３０００円、４８４.３％の大幅

な増となっています。主な要因は、ふるさと納

税によるふるさと元気づくり応援寄附金の約２

億円の増と、熊本地震に対する災害復旧費寄附

金の約８４００万円の増によるものでございま

す。 

 寄附金の主なものとしましては、項１・総務

費寄附金、節１・総務管理費寄附金のふるさと

納税によるふるさと元気づくり応援寄附金の２

億３９１８万８０００円と、日本中央競馬会事

業所周辺環境整備寄附金１１４６万円、及び目

５、節１の熊本地震による被災に対して全国の

皆様からいただいた復旧、復興のための災害復

旧費寄附金８４１８万４０００円でございま

す。 

 次に、款１８・繰入金でございます。 

 項１・基金繰入金２７億４０６万円は、基金

の設立目的に応じた事業を実施するとき、その

財源として基金から繰り入れたものでございま

す。 

 主なものは、８４、８５ページになります

が、中ほどの目５・八千把地区土地区画整理事

業基金繰入金１億２３１０万１０００円や、目

６・ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金１

億５８９３万２０００円でございます。 

 そのほかに、８６、８７ページをお願いしま

す。 

 目１０・市有施設整備基金繰入金の１０億円

は、環境センター建設事業における後年度負担

を軽減するために市債の抑制を図ったものでご

ざいます。 

 次の目１１・財政調整基金繰入金１３億８０

００万円は、熊本地震に伴う財政需要が多額に

なったことから、財源不足を補塡するため、地

方財政法第４条の４第２項の規定を適用して積

立金の処分を行ったものでございます。 

 次は、款１９・繰越金でございます。平成２

７年度決算の歳入総額と歳出総額の差引額、い

わゆる形式収支額で、これが平成２８年度の歳

入となったものでございます。収入済額は１５

億３５４９万９０００円で、純繰越金である前

年度の実質収支額は１４億４６０１万９０００

円、２７年度からの繰越事業の財源となる８９

４８万円でございます。 
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 続きまして、款２０・諸収入は、収入の性質

により他の収入科目に含まれない収入をまとめ

たもので、前年度比５０.３％減の１０億３４

３７万６０００円となっております。主な減額

の要因は、前年度にプレミアム付商品券販売収

入１１億円があったことによるものでございま

す。 

 項１・延滞金加算金及び過料では、市税等が

納期限までに納入されない場合に、その遅延に

対する制裁金としての延滞金６０５万円が主な

ものでございます。 

 次に、項３・貸付金元利収入、目１・総務費

貸付金元利収入では、地域総合整備資金貸付金

５件分の元金収入が主なもので、これは、新た

な雇用を生むなど地域振興に資する事業を実施

する民間事業者に、経費の一部を市が地方債を

借りて、それを無利子で貸し付けるものでござ

います。また、８９ページの備考欄の一番上の

住宅新築資金等貸付金元利収入では、その収入

未済額が１億４６９８万９０００円となってお

ります。 

 なお、次の目２・民生費貸付金元利収入の災

害援護資金貸付金元利収入におきましても、１

７４９万円の収入未済額がございます。 

 次に、目３・農林水産業費貸付金元利収入

は、山村活性化支援対策事業貸付金返還金でご

ざいます。 

 次に、目４・商工費貸付金元利収入５億円

は、中小企業経営安定特別融資預託金を初めと

する各預託金の元金収入でございます。 

 次の目５・教育費貸付金元利収入の奨学資金

貸付金元利収入におきましても、現年度分と過

年度分を合わせまして、収入未済額２１３４万

９０００円がございます。 

 次に、項４・雑入です。９０、９１ページに

なりますが、目５・雑入で主なものは、節２・

消防団員等公務災害補償等共済基金収入の消防

団員退職報償金４４７７万８０００円、節３の

公営住宅共益費などのほか、９３ページの節８

・雑入の３億７８８７万５０００円でございま

す。主なものは、熊本県市町村振興協会市町村

振興事業補助金や、建物総合損害共済災害共済

金のほか、中ほどにあります日奈久温泉施設納

付金、広域交流地域振興施設納付金は、指定管

理者制度を実施している施設の中で納付金を納

めていただいている２施設分の納付金でござい

ます。また、収入未済額の５６７０万円は、生

活保護費返還金と児童扶養手当返還金が主なも

のでございます。 

 次に、９４、９５ページをお願いします。 

 款２１・市債でございますが、前年度比９.

６％減の６０億７９４０万円でございます。右

側の収入未済額が２０億８０００万円あります

が、全て平成２９年度への繰越事業に伴うもの

でございます。収入済額の内訳は、建設事業や

災害復旧事業、貸付金などの事業に伴う事業債

４３億６６２０万円と臨時財政対策債の１７億

１３２０万円となっています。 

 事業債につきましては、それぞれの事業費か

ら国・県補助金など特定財源があれば、それを

差し引いた残りに定められた借り入れの割合を

掛け合わせて算出し、１０万円単位で借り入れ

を行っており、歳出のそれぞれの事業で説明が

あっておりますので、ここでの詳細な説明は省

略させていただきます。なお、事業債のうち、

合併特例事業債は、環境センター建設事業債や

南部幹線道路整備事業債などの２３億３２３０

万円となっており、事業債の５３.４％を占め

ています。 

 事業債以外のものとしまして項１・市債、目

１・総務債の中に、国の施策に基づく臨時財政

対策債でございまして、これは、国が地方交付

税として交付するかわりに、地方にみずから市

債を発行させ財源を調達するもので、その償還

に当っては、後年度に国から全額地方交付税で

措置されるものでございます。 
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 以上で、平成２８年度一般会計歳入歳出決算

の歳入についての説明を終わります。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは以上の部分

について、一括して質疑を行います。 

 なお、お願いですが、歳入で国・県支出金な

どの特定財源に係る事業内容についての質疑は、

歳出における質疑と重複することが考えられま

すが、事業内容に関する事項については、所管

の各常任委員会で審査をされますので、その点

は御配慮いただきたいと思います。御協力よろ

しくお願いいたします。 

 それでは質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 年間を通して運営をし

ていただきましたということで、まず１年間の

ですね、事業をずっと展開していただいたとい

うことで、まずもってお礼を申し上げたいと思

いますが、まず、収入を見きわめていくことも

ですね、歳出につながっていくものだというふ

うにも思いますが、予算を立てる状況の中で、

あいた、しもた、ここはちょっと見誤ったなと

いうような項目がもしございましたら、御説明

といいますか、いただければというふうに思い

ます。 

○財務部次長（松村 浩君） １年間の歳入を

見込んで、当然、歳出のほうを考えていくわけ

でございますが、今、委員がおっしゃるよう

に、歳入の見込みに当たって、平成２８年度に

おきましては予期しない熊本地震が発生しまし

て、その地震による災害復旧関係に対してどの

ような歳入があるのかということで、私たちも

いろいろと情報収集に努めたわけでございます

けれども、その中で、基本的には地方交付税の

中の特別交付税というのが災害等に対しては来

るものだという甘い認識があったせいか、補正

予算ではございましたけれども、特別交付税で

約３５億円ぐらいを予算上は見込んでいたと。

しかし実際は、１７億円相当しか来なかったと

いう、見積もりとしては非常に甘い結果となっ

てしまったわけですが、今回の予算編成におき

まして、そういったことがありまして、財政調

整基金からの繰入金をやむなく約１４億円して

しまったというところでございまして、大きな

２８年度のまずかったなと思う要因としまして

は、地方交付税が一番大きかったんじゃなかろ

うかというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 特別交付税の見誤りと

いうか、全国で災害が相次いだということも理

解する部分はあると思いますが、その点、一般

質問でも御指摘があってたというふうに思いま

す。最初から財調を組むべきではなかったのか

というような御指摘があってたというふうにも

思いますが、そのあたりは、これからという点

でどのような予算の立て方をされるのかという

ところをお聞かせいただいてよろしいでしょう

か。 

○財務部次長（松村 浩君） 確かに財政調整

基金の使い方としましては、災害等が起きたと

きの財源に充てるというふうな項目もございま

すので、基本的にはそちらのほうも考えていき

たいと思いますが、少額の災害におきまして

は、これまでも基本的には特別交付税でも来て

おりますので、少額の場合は特別交付税を財源

にしていくというふうに思ってますが、今回の

ように多額になります場合は、当然、財政調整

基金なども繰り入れた上で、予算をはっきり見

きわめた上での予算計上というふうにしていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。ケース・バイ・ケースというかですね、状

況を見きわめますということだというふうに思

いますので、その点は私たちもまた予算の上で

確認をしていきたいというふうに思います。 

 それから質問を変えますが、地方交付税につ
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いては、普通交付税のほうはですね、合併算定

がえもあったんですけど、予定どおりというこ

とで、今、御報告の中にあったので、予定どお

り国が示した減額に沿って配分されているとい

うことで理解していいですか。段階的削減の部

分が、２８年度当てはまったということで理解

しとってよろしいんでしょうか。確認でお願い

します。 

○財務部次長（松村 浩君） 普通交付税につ

きましては、合併算定がえの影響が２８年度か

ら出てきておりまして、その影響額は約２億円

でございます。その２億円といいますのは、一

本算定と算定がえをした分の差額の１割程度が

減らされるというところでございます。 

 そちらにつきましては、昨年つくりました中

期財政計画で見込んでおりました金額とほぼ近

い数字ということで、我々が想定している数値

というところではございました。ただ、交付税

が思った以上に削減になってるというところか

らいきますと、その削減部分はもともと交付税

の算定の根拠となる国勢調査の人口等々があり

ますので、国勢調査で八代市の人口は減ってお

りますので、その分の影響も多分にあったかと

思います。 

 また、国の制度設計の見直しも順次行われて

おりますので、そういった影響で合併算定がえ

の影響分以外で減収になったところが地方交付

税の減ったところかなというふうに思っていま

す。 

 見込みとは多少の差はありますが、おおむね

見込みどおりではなかったかというふうに認識

しております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 次の質問として、市税

について、一般質問でお尋ねしたときも、これ

から横ばいか、少しプラスの見込みだというふ

うな見解をお持ちでありましたけれども、２８

年度については、前年度２７年度と比較すると

１.３％、法人税のほうが伸びているのかなと

いうふうな思いを持ってるんですが、そのあた

り、どこがどういうふうな形でプラスになって

いったのかというところをお聞かせいただいて

いいですか。 

○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 市民税課

の硴塚です。 

 ただいまの委員御質問は、市税の増の部分の

内容といいますか、ということだろうと思いま

すが、税目全部上がっておりまして、特に個人

の所得が市民税の場合はですね、所得の内容か

らいきますと、ちょっと景気がよくなってきた

といいますか、雇用情勢の回復ですね。給与所

得のほうが一番上昇が多い。それから、農業も

ですね、若干２７年度に比べましたら２８年度

はふえてきていると。これは余談ですけど、２

９年度はかなり上がってくるんですけれども、

そこら辺の所得の増というのがありまして、個

人の市民税も上がってきてはいます。 

 それからもう一つ、法人市民税というのがあ

りますけれども、その法人市民税も２７年度に

改正がありまして税率は下がりましたけれど

も、２７年、２８年比べたときに税率は同じで

すので、それでもふえてるといいますのは、法

人数も若干ふえてきている。均等割というのが

ありますので、法人数がふえると均等割で入っ

てくる。それから、法人税割と言いますけれど

も、これは課税標準が法人税そのものですか

ら、結局、法人の収益状況が上がると法人税が

上がりますので、法人市民税もふえてくるとい

うことで、景気が若干よくなってきたというこ

とが法人市民税の増にもつながっているのでは

ないかというふうに思われます。 

 以上でございます。 

○資産税課長（遠山光徳君） 資産税課の遠山

でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから固定資産税につきまして御説明

申し上げます。 
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 まずは、固定資産税は、土地、家屋、償却の

３本ございますので、まず土地の状況でござい

ますが、平成２８年度におきましては地価の下

落等ございまして、前年と比較して、調定ベー

スで１９７７万６０００円、約０.８８％減少

いたしております。家屋につきましては、新増

築家屋の増加による影響がございまして、８８

５８万８０００円、２.６９％の増、償却資産

につきましては、総務大臣配分の減がございま

したが、企業の設備投資ですとか、未申告者に

対する申告勧奨などを行いましたところ、結果

的に４８０６万４０００円、２.４６％の増加

となっておりまして、固定資産税全体といたし

ましては１億１６８７万７０００円、１.５６

％の増となっております。 

 以上が調定ベースでございまして、収納率が

向上いたしましたので、決算ベースといたしま

しては１.６７％の増加ということになってお

ります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 固定資産税のことで、

もう少し詳しくといいますか、お尋ねしたいん

ですが、老朽危険家屋解体助成事業だったです

かね、固定資産税の税率免除が６分の５かなん

かあって、６分の１の税率になるんですよね、

建物が建っていると。ですよね。その事業によ

って固定資産税がどれだけふえたかというのは

わかりますか。わからなかったら、また後から

でも教えていただければと思います。 

○資産税課長（遠山光徳君） 今、大倉委員お

尋ねの件は、住宅用地の特例に関することだと

思いますけれども、済みません、今お尋ねの数

字につきましてはちょっと現在把握しておりま

せんで、後日また報告いたします。 

 以上です。（委員大倉裕一君「よろしくお願

いします」と呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか、あ

とは。 

○委員（古嶋津義君） 市民税も含めて固定資

産税もですが、収入未済額がありますので、そ

の徴収体制といいますか、収納体制についてお

尋ねをいたします。 

 それと、軽自動車税についても収入の未済額

がありますが、こういう場合は車検等はどうさ

れるのか、その２点についてお伺いです。 

○納税課長（機 智三郎君） 納税課の機でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 今の御質問としましては、納税課の体制とい

うことでよろしゅうございますでしょうか。 

 納税課の体制としましては、現在、課長以下

１８名の体制で執務しておりまして、本年度か

ら債権対策室というのも新たに設けております

けれど、そちらにつきましては、税以外の部分

につきまして税と一元化して取り組むために今

年度から設置したところでございます。 

 そのほか、第一納税係、第二納税係、それぞ

れ５名ずつと、納税推進係のほうに４名という

形で、係としては３係、それに先ほど申しまし

た今年度から債権対策室ということで３名の配

属がされておるところでございます。 

 それ以外につきまして、納税相談員という制

度がございまして、そちらの方々、２８年度に

つきましては１０名の方々が従事していただい

ておりまして、随時、滞納者の方のお宅に訪問

されまして、納税等の相談、また徴収等も行わ

れているところでございます。 

 ほかには、納税窓口相談員というのも１名、

昨年度から採用しておりまして、その方、ＦＰ

の資格を持った方でございまして、窓口等に納

税の相談に来られた場合、家計の再検討も含め

ながら御相談をいたしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 大変御苦労をかけてお

りますけれども、その成果については上がって

いるふうでございますでしょうか。 
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○納税課長（機 智三郎君） 徴収率の推移に

つきましては、監査委員さんのほうから出され

ております審査意見書の１７ページをごらんい

ただきますと、ここ５年間の徴収率の推移が載

っておるところでございます。 

 こちらのほうが、平成２４年度が合計の９２

％だったものが、２８年度は合計９４.６％と

いうことで、年々増加しているところでござい

ます。 

○委員長（前川祥子君） 古嶋委員の質疑に対

しての答弁は、今のでよろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） 軽自動車。 

○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 軽自動車

の滞納についてのお尋ねだと思いますけれど

も、車検がある四輪とかはですね、納めないと

車検ができませんので、大概その証明書取り来

られたときに未納の場合には納めていただくと

いうことで対応しておりますが、あと、バイク

とかですね、二輪とか車検のないのが、農耕用

とかですね、車検のないようなものがありまし

て、それについてはこちらのほうから納めない

とというような手段がないものですから、そう

いうのが一番滞納には結びついているという状

況でございます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本隆一君） 今の古嶋委員に関連し

て、収入未済額の１３款の使用料に関してなん

ですけれども、その主なものが、未済額は公営

住宅使用料が非常に大きいということで、その

対応等についてどのように、今、取り組んでお

られるのかお聞きしたいです。 

○首席審議員兼建築住宅課長（小橋孝男君） 

建築住宅課の小橋です。 

 まず、昨年の状況と今年度の状況を御説明い

たします。昨年度は熊本地震の影響で、滞納整

理事務に大きく時間を割けませんでした。その

結果、９６.２％という収納率です。今年度は

上半期で順調に収納ができておりまして、過去

最高の収納率を上回ると見込んでおります。 

 収納のやり方というか進め方としましては、

まず催告を、督促というやつですね、納めてく

ださいということで通知を出します。大体一月

分単位で納めていただきたいんですが、すぐ２

カ月分、３カ月分とたまってしまいますので、

それに応じて、また電話で催促をするというこ

とで。それから、保証人を立てていただいてお

りますので、御本人がこちらからの問いかけに

対して無視をされますと、保証人のほうにもお

声をかけて使用料をお支払いいただくと。それ

でもなお無視される場合は、裁判所のほうに提

訴いたしております。 

 非常に、公正公平に進めていく上で、この業

務が少し量がふえてきておりますので、今後も

頑張っていきたいと考えております。非常に今

年度は上向きに推移しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。 

 意見書にもですね、書いてありますけども、

課税、債権対策室と連携されてですね、取り組

みをよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） ７５ページの権限移譲

準備市町村交付金でございますけれども、年々

ふえているようでありますけれども、これは事

務事業、人件費も含めての交付であろうと思い

ますが、今後、この権限移譲についてはふえて

いく方向でしょうか。 

○財務部次長（松村 浩君） この権限移譲に

つきましては、確かに毎年事務事業のほうが県

からおりてきているというのが実情でございま

して、現在、国におきましても、どんどん地方

のほうへ事業をやるというようなことを進めて

おりますので、当然県におきましても、県の事
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務で地方でみずから行ったほうが効率効果的と

いうような事業が出てまいりましたら、随時ま

た地方のほうへおりてくるのではなかろうかと

いうふうなことは想定できると思います。そう

なりますと、当然こちらの部分もふえてくる可

能性が高いんじゃないかというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いいたします。あり

ませんか。 

○委員（古嶋津義君） 今、収納事務といいま

すか、徴収業務については大変御苦労をおかけ

いたしますが、歳入で大事な部分を占めますの

で、その辺のところは大変御苦労であります

が、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で歳

入等について終了いたします。 

 執行部入れかえのため、小会といたします。 

（午前１１時０４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０５分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明願います。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 議会事務局

次長の嶋田でございます。よろしくお願いしま

す。着座にて説明をさせていただきます。 

 東坂議会事務局長が公務出張中のため、私の

ほうから第１款・議会費の平成２８年度決算状

況を踏まえた総括を述べさせていただきたいと

思います。 

 議会費につきましては、執行率９６.５％

で、前年度に比較いたしますと２.３％ほど低

下をしております。この理由といたしまして

は、昨年４月に発生しました平成２８年熊本地

震の関係で、各常任委員会、議会運営委員会の

視察などを自粛いただいたことや、政務活動費

の戻入などが大きな要因となっております。ま

た、昨年度の特異事項といたしましては、地震

に伴う鏡支所議場の改修費、及び議場等の放映

システム機器を本庁から移設しました経費約５

８０万円の歳出がございました。 

 なお、それ以外につきましてはおおむね例年

同様の執行状況となっております。 

 議会費歳出決算額のうち、議員報酬、職員給

与、議員、職員の各種手当、共済費の人件費合

計の占める割合が全体の９０.２％を占めてお

ります。それ以外の経費につきましても、議会

運営に必要とされる事務事業費と捉え、経費の

適正な配分と節減に努めながら、計画しており

ました事業は実施することができたと考えてお

ります。 

 特に、昨年度は地震の影響により議会棟が使

用不能となり、議場や委員会室、事務局執務室

の確保を最優先に取り組み、議会機能の復旧が

できたものと考えております。しかし、一方で

議員活動の拠点となる控室が不足している状況

にあることは大変申しわけないと感じておりま

す。 

 また、議会棟移転に伴い、市民の皆様にも御

不便おかけしておりますが、これを少しでも解

消するため、これまでの本会議や委員会のライ

ブ中継に加え、早ければ翌日には録画中継を視

聴できるよう改善し、あわせて各種委員会記録

の閲覧も可能といたしました。これによって、

議会の情報発信力はかなり向上したものと思っ
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ております。 

 今後とも議員さん方の議会活動を支えつつ、

事務局なりの改善を図ってまいりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上が総括となります。 

 それでは引き続き私のほうから、お手元の平

成２８年度における主要な施策の成果に関する

調書及び土地開発基金の運用状況に関する調書

その１の１２ページをごらんいただきたいと思

います。 

 それでは、まず、歳出決算の状況でございま

す。 

 第１款・議会費の平成２８年度予算総額は４

億５３０万６０００円、これに対しまして、支

出済額３億９１２４万９０００円、不用額１４

０５万７０００円、執行率は先ほど申し上げま

したとおり、９６.５％となっております。 

 議会費の支出済額は、前年度比較では４２９

７万１０００円の減額となっております。不用

額の主なものは、費用弁償６６５万円と政務活

動費交付金４６１万７０００円でございます。

また、前年度比大幅減となっておりますのは、

平成２７年度が議員年金制度廃止から初めての

統一地方選挙となり、一時金の請求が急増した

ため、議員共済組合負担金が増額となり、一

方、平成２８年度はその反動減となっておりま

す。 

 それでは、歳出の決算について説明させてい

ただきます。 

 １４ページの上段をごらんください。 

 議会費では、議場等整備事業・地震災害関連

のみを主なる予算の執行状況調べの中でお示し

しております。この事業の目的といたしまして

は、先ほども説明いたしましたとおり、熊本地

震による議会棟の閉鎖に伴い、鏡支所の議場や

委員会室を改修、整備するために実施したもの

でございます。その内容は、議席の改修に８３

万７０００円、議場空調設備修繕に３２万６０

００円、議場等カーテンほかに３８万円、議場

内清掃に３６万８０００円、及び議場、委員会

室の放映システム機器移設に３８６万３０００

円となっております。この事業によりまして、

少なくとも新庁舎完成までの間、議会の活動拠

点として、いち早く整備できたことは成果とし

て捉えております。 

 なお、本事業は災害に伴う臨時的なもので、

単年度事業となっております。 

 以上、議会事務局が担当いたします事務事業

１件の説明を終わります。御審議方よろしくお

願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 熊本地震で庁舎が被災

をして、私たちの控室が、今、ない状況になっ

ているんですよね。この件については各派代表

者会とか議運とか、そちらのほうでも話をされ

ている内容ではあると思うんですけれども、あ

えて要望という形で、意見という形でお話をさ

せていただきたいんですが、通常は、やはり議

会のほうに部屋を準備していただくという形が

通常だろうというふうに思ってます。 

 今、特例として部屋がないような状況で、外

部で探して自分たちで政務活動費あたりから支

払いをさせていただいているんですが、その部

分をですね、プラスで議会費のほうから出して

いただくとか、そういった特例としての取り組

みをですね、進めていただきたいなというふう

な思いがありますので、その点を次の庁舎がで

きるまでの特例という形でですね、できればと

思いますので、意見として述べさせていただき

たいと思います。 
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○委員長（前川祥子君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で、第１款・議

会費について終了いたします。 

 執行部入れかえのため、小会といたします。 

（午前１１時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費中当委員会関係分、第

１０款・災害復旧費中財務部関係分、第１１款

・公債費、第１２款・諸支出金中当委員会関係

分及び第１３款・予備費について、一括して説

明を求めます。 

○総務部長（水本和博君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それでは、第

２款の総務費の審査をいただくに当たりまし

て、それぞれの部が所管しました主な事業につ

きまして、その取り組み状況や今後の方向性な

どにつきまして、順次、各部長より総括をさせ

ていただきます。 

 以降、着座にて失礼いたします。 

 それでは、総務部でございますが、まず、平

成２８年度の文書・統計の部門では、文書法規

業務として、情報公開制度による公文書の公開

請求や、個人情報保護制度による開示請求に対

する一連の処理業務におきまして、正確かつス

ピーディーな対応を行うことで、開かれた行政

の実現と個人情報の適正利用に努めたところで

ございます。また、平成２８年度からスタート

しました改正行政不服審査制度につきまして

は、審査業務に対応するための体制の整備、第

三者機関の設置などを行ったところでございま

す。 

 次に、統計業務では、国の基幹統計でありま

す平成２８年経済センサス活動調査を実施いた

しました。これは、６月１日を基準日として、

官公庁を除く全産業分野における事業所の経済

活動状態を調査するもので、本市の調査対象事

業所数は６６００件を超える大規模なものでご

ざいました。 

 調査は、本来５月に開始の予定でしたが、事

前の準備中に熊本地震に見舞われ、調査を一旦

休止せざるを得なくなり、その後、国、県との

協議の結果、１カ月おくらせての開始となりま

した。地震被害の影響で、テレビなどでの広報

は十分に行われず、また、地震の被害で対応が

困難な事業所もあり、調査員ともども大変苦労

いたしましたが、調査は無事終了いたしており

ます。 

 次に、広報・広聴の部門でございますが、行

政情報を市民に伝える広報やつしろの発行で

は、多様な情報発信、見やすい紙面づくりを心

がけて取り組みました。しかしながら、限られ

たスタッフで、市政全般にわたる情報整理や編

集作業などの処理業務に多大な時間と労力を割

かれることから、紙面の企画や取材活動により

傾注できるための検討を行いました。その結

果、編集業務の一部を民間委託することとし、

企画面や取材活動への時間を充実させる取り組

みを本年度からスタートさせたところでござい

ます。 

 また、市外、県外へ向けた発信ツールとしま

して、平成２７年度において、市のホームペー

ジ全面改修作業に取り組み、２８年３月からリ

ニューアルしたホームページを提供しておりま

す。熊本地震の際にも、災害対応モードへの切

りかえ対応が可能になるなど、幅広くスピード

感を持って市民への情報提供を行ったところで

あります。また、ＲＫＫのデータ放送、デタポ

ンを活用した本市の情報発信も新たに開始した

ところであります。 

 一方、広聴事業では、市長への手紙への投稿

により、数多くの市民から声をいただきまし

た。御指摘、提案等につきましては、御要望等
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への答えをお返しするとともに、すぐに対応が

可能な事案につきましては、各担当課において

改善等につなげたところでございます。 

 次に、国際交流の部門では、本市の友好都市

であります中国北海市との交流事業に引き続き

取り組みました。特に昨年度は友好都市締結２

０周年の年に当たり、その記念事業として、八

代市民使節団派遣、及び八代市、北海市、それ

ぞれの子供たちをメンバーとしたスポーツ交流

団派遣事業と民族楽器代表団の受け入れ事業を

実施いたしました。 

 八代市民使節団派遣では、市長を団長とし、

市議会からも議長及び各常任委員会委員長、ま

た、公募による２１名の一般市民など、総勢３

１名の使節団により、未来へ向けた、さらなる

両市友好の節目となる交流が図られました。ま

た、八代市ジュニアスポーツ交流団派遣事業並

びに北海市青少年民族楽器代表団の受け入れ事

業では、互いに訪問先の現地で同年代の子供同

士の交流に加え、さまざまな施設訪問などで市

民レベルでの交流が図られ、所期の目的を達成

したところでございます。 

 今後、本市の将来的な国際交流のあり方につ

いては、八代市を取り巻く国際化の急激な環境

変化の中、これまでの取り組みを踏まえなが

ら、北海市のみならず、他地域を含めた本市独

自の国際化全般にわたっての事業展開を検討し

てまいりたいと考えております。 

 次に、人事部門でございますが、合併以来、

行財政改革の一環として職員数の適正化に取り

組んでまいりました。この部門では、新たな行

政課題や複雑、高度化している行政ニーズに対

応できる職員を育成するため、職員研修に取り

組むとともに、公平公正な人事評価制度の実施

に努め、職員の意識改革や能力開発等を図った

ところでございます。 

 また、労働安全衛生法の改正によりまして、

平成２８年度から実施が義務づけられたストレ

スチェックによりまして、職員自身のストレス

への気づきを促してまいりました。 

 今後は、職場環境の改善にも生かしながら、

メンタル面で不調となることを未然に防止する

取り組みを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 さらには、昨年３月策定の八代市女性職員活

躍推進特定事業主行動計画を推進するため、平

成２８年度においても、女性の活躍推進に関す

る各種研修に取り組み、職員の意識改革と女性

職員が活躍できる職場環境づくりに向けた意識

啓発を図ってまいりました。 

 また、行政事務の執行では、現在、任期の定

めのない常勤職員のほか、事務の種類や性質に

応じ、臨時職員、非常勤職員等の活用により事

務の効率化に努めているところでございます。 

 今後は、新たに任期付職員制度も活用しなが

ら専門性の高い分野への人材を確保し、本市に

とって最適と考える任用、勤務形態の人員構成

を実現することで中長期的な人事管理を計画的

に推進し、定員の適正化に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 以上、申し上げましたように、総務費の中

で、総務部が所管します事業は比較的行政内部

の事務が主体でございますが、業務を取り巻く

社会環境や労働環境が大きく変化している中、

昨年度に取り組んだ事業及び業務を見直しなが

ら、常に改善と向上の意識を持って今後の業務

に当たってまいりたいと考えております。 

 以上、総務部の決算総括とさせていただきま

す。 

 発言者を交代いたします。 

○企画振興部長（宮村明彦君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）企画

振興部の宮村明彦でございます。座って総括を

述べさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 まず、企画振興部の組織といたしまして、鏡
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支所内にあります企画政策課と情報政策課の２

課がございます。また、５つの支所の地域振興

課と鏡支所の市民環境課の６課で構成されてお

ります。 

 それでは、２８年度に実施いたしました業務

の主なものを説明いたします。 

 まず、企画政策課の業務といたしまして、合

併後最初に策定しました八代市総合計画が今年

度で計画期間が終了することから、現在、第２

次八代市総合計画を策定中でございます。あわ

せまして、同様に第３次行財政改革大綱も策定

を行っているところでございます。どちらの計

画も今年度中の計画策定を予定しております。

２８年度中には、計画策定に必要な基礎調査を

行ったところでございまして、市民アンケート

や市民ワークショップ等を実施しております。 

 また、バス路線と乗り合いタクシーに関しま

しては、２８年度は公共交通の利用促進の取り

組みである八代市モビリティ・マネジメント推

進事業を行っております。これは、国の補助を

いただき実施したものでございまして、市内転

入者への公共交通マップ、公共交通の利用を啓

発する冊子、時刻表の配布、見直しバス路線の

沿線住民への利用促進のアンケート調査や説明

会を開催したところでございます。また、２７

年度中に取りまとめました八代市地域公共交通

再編実施計画のたたき案をもとに、国、バス、

タクシー業者等関係団体と協議、調整を重ねた

ところでございます。 

 その協議を踏まえ、先月１０月１日には、２

２年度の路線の見直し以来６年ぶりとなりま

す、八代市地域公共交通再編実施計画に基づく

再編を行ったところでございます。 

 また、合併時、住民の意見が施策に反映され

にくくなるのではないかとの懸念から、住民の

意見を反映させるため、合併協定に基づく地域

審議会が設置されておりましたが、２７年度中

で設置期間が満了となったため、新たに市民の

意見をきめ細かに市政に反映する組織といたし

まして、全地域審議会の賛同を得て八代市地域

づくり会議を設置したところでございます。 

 熊本県営荒瀬ダム撤去に関しましては、２８

年度中にダムの堤体左岸部の撤去が完了し、藤

本発電所等関連施設の撤去に着手されたところ

でございます。また、ダム撤去に係る地元の地

域活性化策の協議の場といたしまして、地域づ

くり部会が設置されており、会議に出席し、情

報収集及び助言を行っております。現在使用さ

れておりません荒瀬ダムボートハウスにつきま

しては、川遊びの拠点として、地元の意向の把

握や活用見込みを確認しながら、整備及び維持

管理について検討を進めているところでござい

ます。 

 また、国の定住自立圏構想に基づき、平成２

７年３月に氷川町との協定締結に加え、平成２

８年３月に芦北町とも協定を締結したところで

ございまして、懇談会を開催し、２９年３月に

３市町による定住自立圏共生ビジョンを策定し

たところでございます。 

 政府要望につきましては、毎年、緊急かつ重

点的に対応すべき課題や施策の推進を図るべき

事業等につきまして、国会議員や政府へ要望会

を開催しております。２８年度は、７月１５日

に国土交通省九州地方整備局に対し１１項目の

要望を行い、７月２８日と２９日の２日間、国

会議員と政府に対し２０項目の要望を行ったと

ころでございます。また、１１月１７日と１８

日の２日間、２回目の国会議員と政府要望を行

い、１８項目の要望を行っております。 

 また、平成２８年１月からマイナンバー制度

が利用開始となっておりますが、２６年度から

プロジェクトチームを設置し、情報収集を図

り、必要な検討作業等を行ってきたところでご

ざいます。２８年度におきましては、マイナン

バーカードの交付開始とともに、市民や事業所

への制度の周知を図り、特定個人情報の取り扱
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いに係る安全管理対策を講じたところでござい

ます。 

 機能的な行政運営の体制を確立するため、行

政組織の再編も行っております。２８年度は、

市長による広聴・広報の充実や、行政課題への

取り組みの強化を図るため、組織の一部を変更

しております。具体的には、秘書機能と広報広

聴機能を一体化し、秘書広報課の設置、新庁舎

建設を推進するため、新庁舎建設課の設置、フ

ードバレーの推進のため、フードバレー推進課

の組織を１係体制から２係体制に移行をしてお

ります。 

 事務事業評価としまして、成果重視の効果

的、効率的な行政運営、及び行政の説明責任、

職員の意識改革を目的に、平成２２年度に県内

で初めて市民事業仕分けを行っております。以

来、事業評価を行い、２７年度からはパブリッ

クコメント手続による市民からの意見公募方法

により実施しております。２８年度は、９６事

業の対象事業に対し、１６事業への意見が寄せ

られております。 

 続きまして、情報政策課の業務といたしまし

ては、熊本地震の発生による本庁舎の移転等に

伴うネットワークや関連機器の移設、再構築を

迅速に対応するとともに、ネットワーク関連の

主要機器のクラウド化や二重化を図るなどの防

災対応や安全性強化対策を実施いたしました。 

 また、マイナンバー制度の本格実施に向けた

セキュリティー強化対策といたしまして、市役

所内のネットワークをマイナンバーを扱うマイ

ナンバー系、内部情報やメールの送受信を行う

ＬＧＷＡＮ系、いわゆる行政専用のネットワー

クですが、その系と、外部のインターネットと

接続するインターネット系の３つを厳格に分割

し、相互の通信を遮断することで、マイナンバ

ーを含む特定個人情報の外部との完全な遮断を

実施するとともに、認証の強化などセキュリテ

ィーの強靭化を実施したところでございます。 

 最後に、各支所の業務といたしまして、住民

基本台帳、戸籍事務、市税収納事務、廃棄物な

ど市民窓口業務のほか、消防防災、第三セクタ

ー、観光施設等の管理や地域振興、住民自治の

推進など、多岐にわたる業務を行っておりま

す。 

 また、各支所におきましては、毎年、地域資

源を活用した住民協働による祭りを開催するな

ど、地域振興を図っております。２８年度よ

り、新規事業といたしまして、地域づくり活動

の充実や住民自治及び防災意欲の向上を図るた

め、地域づくり活動助成事業を実施したところ

でございます。 

 また、支所は地域の防災拠点としての役割を

担っており、昨年の熊本地震や台風、集中豪雨

などの災害に対し、住民の皆さんへの災害情報

の伝達や避難所運営など、防災と災害への対応

を行ったところでございます。 

 以上、企画振興部の総括説明を終わります。 

○財務部長（岩本博文君） 財務部でございま

す。座りまして説明をさせていただきます。 

 財務部は財政課及び契約検査課並びに市民

税、資産税、納税の税３課のほか、２７年度か

ら新庁舎建設課を所管しております。なお、新

庁舎建設課につきましては、先日の特別委員会

で総括説明をいたしておりますので、本日の説

明は省かせていただきます。御了承のほど、お

願いいたします。 

 財務部の事務内容としましては、経常的な内

部事務が主であり、中でも財政課が予算編成全

般の事業を担っておりますことから、さきの９

月定例会最終日におきまして決算の概要を説明

させていただいたところでございます。本日の

説明も一部重複いたしますが、決算を終えての

ポイントなどを簡潔に申し述べさせていただき

ます。 

 平成２８年度決算では、実質的な財政収支で

ある実質収支では約１２億４０００万円の黒字
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でございます。この実質収支から前年度の実質

収支を差し引いた単年度収支では、約２億円の

赤字となりました。さらに貯金に当たります基

金から財源調整分として取り崩した財政調整基

金の１３億８０００万円を差し引いた実質的な

赤字は、約１５億８０００万円となっておりま

す。 

 また、借金である市債残高は、熊本地震など

災害からの復旧や環境センター建設などの事業

債が増加するとともに、国の施策による財源補

塡債が増加したことから、前年度より増加いた

しております。 

 なお、財政健全化の指標である実質公債費比

率は１１.０％となり、前年度より０.９ポイン

ト改善されたところでございます。しかし、こ

の比率は、県内のほかの自治体と比較すると依

然として高い水準にありますので、市債につき

ましては、今後、環境センターや新庁舎の建設

など投資的経費の増大も予測され、多額の発行

が想定されますことから、基金の活用などによ

り市債の発行を抑制したり、有利な市債を活用

するなど、指標を意識した財政運営が求められ

るところでございます。 

 次に、今後の財源方策の１つとして、近年、

多くの自治体が力を入れておりますふるさと納

税に着目し、一昨年の８月からポータルサイト

の活用やお礼の品の充実を図り、八代市の魅力

発信を行いながら、自主財源の確保に努めてい

ます。その結果、２７年度の寄附額は、前年度

の約５００万円から約３８００万円増の４３０

０万円、２８年度は、さらに約２億円増の２億

４６００万円となっており、引き続き、本市の

地場産業の振興となるようなお礼品の充実を行

うなど、積極的に取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 また、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化

など、本市の公共施設等の管理に関する基本的

な考えを示す八代市公共施設等総合管理計画を

２７年度から２カ年かけて策定を行ないまし

た。 

 今後は、財政負担の軽減、平準化を行なうと

ともに、公共施設等の最適な配置の実現を図

り、将来にわたって実現可能となる財政運営に

つなげてまいりたいと考えております。 

 次に、自主財源である市税関係について申し

上げます。 

 市税の決算額は、全体として１.３％の増

で、税額は、前年度より約１億８０００万円増

加しております。 

 市税全体の収納率につきましては、早期の滞

納処分による現年度分の強化によりまして年々

上昇傾向にあり、２８年度も前年度の９４.２

％から９４.６％へ０.４ポイント上昇しており

ます。また、以前から御提言いただいておりま

した債権管理の一元化につきましても、平成２

９年度から納税課内に債権対策室を設け、まず

は税と同様に自立執行権のある強制徴収公債権

についての一元化に着手し、歳入の確保に努め

ているところでございます。 

 今後は、滞納繰越分も含めまして、収納率の

さらなる向上を目指し、滞納整理の早期着手と

処分の強化に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 最後に、契約事務関係につきまして、前年度

に引き続き、より透明性、公平性、競争性の高

い入札、契約制度を追求するとともに、入札及

び契約事務の適正な事務に努めているところで

ございます。 

 以上、財務部の総括説明とさせていただきま

すが、特に財政面では引き続き財源の確保に努

め、健全な財政を維持し、将来にわたっても持

続可能なものとなるよう財政運営していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） 市民環境部長

の國岡でございます。よろしくお願いいたしま
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す。 

 それでは、第２款・総務費のうち、市民環境

部が所管いたしております主な事務事業につき

まして総括をさせていただきます。済みませ

ん、着座で説明させていただきます。 

 まず、市民活動政策課が所管いたします消費

者行政の取り組みにつきましては、平成２１年

度に開設をいたしました八代市消費生活センタ

ーを中心として相談体制の充実を図っていると

ころでございます。近年、特に複雑化、巧妙化

している相談事案への対応といたしましては、

相談窓口と庁内の担当部署、関係機関との連携

が必要不可欠でありまして、さらなる連携強化

に努めているところでございます。また、消費

者被害を未然に防止するためには、出前講座等

の啓発と地域における市民相互の見守りを一層

強化推進する必要があろうかと考えておりま

す。 

 次に、決算額から見ますと大きなウエートを

占めております市政協力員関係事業でございま

すけれども、言うまでもなく、市政協力員は、

非常勤の特別職として市民の福祉の増進を図る

ため、市民への通達事項の連絡をお願いすると

ともに、市広報の配布や各種証明の発行なども

お願いしております。このように、市政の円滑

な運営を図るという市政協力員制度は、本市行

政運営上、非常に重要な組織体制であり、今後

も行政としていろいろと相談をしたりお願いし

ていかなければならない大事な組織でございま

して、住民と行政との大事なパイプ役を担って

いただいており、さきの熊本地震の際にも市民

への周知事項につきまして多大な御尽力と御協

力をいただいているところでございます。 

 続きまして、協働によるまちづくりへの取り

組み、いわゆる住民自治推進事業につきまして

は、市民環境部にとりましても重要課題の１つ

であり、平成２３年度から新たな住民自治組

織、地域協議会の設置が進められ、その結果、

当初計画より１年前倒して、２６年４月末には

市内全地域に２１の地域協議会が立ち上がった

ところでございます。その後、平成２９年４月

には、校区公民館等の施設からコミュニティセ

ンターへ移行し、地域協議会の活動がさらに活

発になるように活動拠点施設を設置したところ

でございます。 

 今後も引き続き、地域協議会を支援してまい

りたいと考えております。 

 また、協働の推進に関する条例研究事業につ

きましては、平成２８年８月に、２３名の委員

で構成いたします八代市協働のまちづくり推進

条例検討委員会を設置しまして、６回にわたり

会議を開き、市民と行政が一緒に条例に取り組

む事項の調査や研究を行っております。 

 次に、交通防犯対策でございますが、この中

には、防犯活動推進事業や交通安全運動事業の

ほか、市営駐車場の管理運営などの事業がござ

います。特に、交通安全運動事業では、高齢者

交通安全の集いや交通安全啓発グッズの配布な

ど啓発活動を行っております。交通事故死傷者

数は、減少傾向でございますが、高齢者の死亡

事故件数の割合は依然高く、高齢者への交通安

全教育の充実が必要と考えております。 

 今後も、警察や民間の交通安全協会団体等、

関係機関と連携を図りながら、特に、高齢者や

子供等を含めた交通安全意識の高揚や啓発を行

っていきたいというふうに考えております。 

 次に、人権政策課が所管します人権教育、人

権啓発の推進につきましては、千丁支所庁舎内

に設置しております人権啓発センターを中心に

事業に取り組んでいるところでございます。広

く市民の皆様に人権問題についての正しい理解

を促し、人権意識の高揚を図るため、人権セミ

ナーやつしろ、人権おもいやりミニ講座、地域

講演会の開催のほか、人権作品展等の展示な

ど、さまざまな啓発活動を実施しております。 

 女性に関するセクハラやＤＶ、子供のいじめ
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や高齢者への虐待等の問題、障害者や外国人に

対する偏見や差別など、現在もさまざまな人権

問題や差別的事案が社会問題となっておりま

す。このような人権問題や差別の解消に向け

て、人権教育、人権啓発を推進し、市民一人一

人の人権が尊重されるまちづくりを目指すため

に、各種人権に関する研修会について、より多

くの市民の皆様に御参加いただけるよう、実施

方法などに工夫を重ねながら取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

 次に、男女共同参画推進事業につきまして

は、社会環境の変化により女性の社会参加が促

進されているところでございますが、まだまだ

男女による固定的役割分担の意識は残っている

感がございます。 

 今後もあらゆる分野への男女共同参画が促進

されるよう、関係団体等を含め、市民への啓発

活動等に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

 続いて、青少年健全育成事業につきまして

は、街頭指導を含め、ヤングテレホンやつしろ

による相談業務、さらには社会を明るくする運

動と連携した青少年育成業務等を展開している

ところでございます。 

 次に、市民課の所管いたします個人番号制度

導入事業、いわゆるマイナンバー制度につきま

しては、まず、平成２７年１０月から住民票を

有する全ての市民の皆様へ１２桁のマイナンバ

ーを記載した個人番号通知カードを郵送し、平

成２８年１月からは希望者に対して、随時マイ

ナンバーカードの交付を開始しているところで

ございます。 

 特に本市におきましては、窓口の混雑の緩和

や待ち時間の短縮を図るため、特設相談窓口の

開設や電話予約制を導入するとともに、木曜日

の窓口時間延長や休日開庁を実施いたしまし

て、市民の皆様がカードを受領しやすい環境づ

くりに努めているところです。 

 次に、コンビニ交付事業でございますけれど

も、平成２８年１月のマイナンバー制度の開始

に伴いまして、マイナンバーカードを使用して

コンビニエンスストアでも証明書の交付ができ

る、いわゆる証明書のコンビニ交付サービス事

業が可能となりました。本市におきましても、

平成２８年６月から住民票の写しや印鑑登録証

明書、所得証明書のコンビニ交付サービスをス

タートいたしました。サービス開始により、市

民の皆様は、市内の系列コンビニの約５０店舗

を初め、市外のコンビニにおいても、窓口の開

庁時間を気にすることなく、証明書を取得でき

るようになりましたので、さらに市民の利便性

が向上しているところでございます。 

 今後も広報活動等を行い、啓発を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 続きまして、本庁舎等閉鎖に伴う移転事業で

ございますけれども、平成２８年４月の熊本地

震により使用できなくなっていた自動交付機を

平成２８年６月より、やつしろハーモニーホー

ルへ移設いたしました。ハーモニーホールへ移

設したことにより、市中心部でも証明発行がで

きるようになり、市民の利便性が向上したと考

えております。また、本年４月１９日より、仮

設庁舎の守衛室内に移設しております。 

 以上が市民環境部が所管いたしております総

務費関連の主な事務事業でございますが、いず

れも市民生活に直接的に関係する分野であるこ

とから、日ごろから市民の皆様のニーズが今ど

こにあるのか、市民の皆様が何を求めておられ

るのか、市民の皆様の声をしっかりと聞き、的

確に把握するとともに、新たな行政のスタイル

としての市民と行政の協働をこれからも進めて

まいりたいと考えております。重ねて、議会を

初め、市民の皆様及び関係団体等の御理解、御

協力をいただきながら、市民環境部の各種事業

を推進してまいります。 

 以上、総務費における市民環境部の総括とさ
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せていただきます。どうかよろしくお願いいた

します。 

○財務部次長（松村 浩君） お疲れさまでご

ざいます。それでは引き続きまして、歳出のう

ち、総務費、災害復旧費、公債費、諸支出金及

び予備費の関係分につきまして、平成２８年度

における主要な施策の成果に関する調書その１

及び一般会計歳入歳出決算書を用いまして説明

します。 

 それでは、主要施策の調書その１の１２ペー

ジをお願いします。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、款２

・総務費の支出済額は、上の表(イ)目的別の表

で、中央の支出済額Ｂの列２段目、５９億４２

７２万５０００円で、その右のほうですが、執

行率は９６.５％、歳出総額に対する構成比は

９.６％でございまして、前年度と比較して４

億４７５８万７０００円、８.１％の増となっ

ております。その主な要因は、熊本地震などの

災害時の職員出勤による水防手当の増と、ふる

さと納税寄附金の増に伴いふるさと納税事業が

増加したことなどによるものでございます。 

 次に、同じ表の下のほうですが、款１０・災

害復旧費の支出済額は１４億７３７２万２００

０円で、執行率７８.３％でございまして、歳

出総額に対する構成比は２.４％、前年度と比

較して１０億９２４万２０００円、２１７.３

％の大幅な増となっております。主な要因は、

熊本地震による災害復旧によるものです。 

 その下の款１１・公債費の支出済額は６２億

８３００万６０００円で、執行率９８.９％で

ございまして、歳出総額に対する構成比は１

０.２％、前年度と比較して３億７３３６万９

０００円、５.６％の減となっております。 

 その下の款１２・諸支出金の支出済額は２億

４２９３万８０００円で、執行率９５.３％で

ございまして、歳出総額に対する構成比は０.

４％、前年度と比較し１億１６９１万２０００

円、３２.５％の減となっています。減の主な

要因は、２７年度に市有施設整備基金に３億円

の積み立てがあったことによるものです。 

 それでは、個々の歳出の決算について、主な

ものを順次説明します。 

 １４ページをお願いします。 

 款２・総務費の主な事業について、まず表中

の左上にある事務事業名を申し上げ、事業の概

要、決算額、特定財源及び今後の方向性の順で

説明を行います。 

 まず、１５ページ下段の臨時職員関係等事業

でございますが、職員の緊急の欠員や年度途中

からの新たな業務遂行に支障を来す場合に臨時

職員、非常勤職員を任用するものでございます

が、緊急の欠員等以外の場合は各主管課の予算

で対応することとしております。決算額は１７

２１万７０００円で、臨時職員に係る賃金１１

９７万１０００円、社会保険料３３９万３００

０円、公務災害補償費１２３万９０００円、遺

族年金給付費５９万４０００円が主なものでご

ざいます。特定財源としましては、県支出金の

災害救助費負担金８７万９０００円と、その他

特定財源の雇用保険料個人負担２１０万５００

０円があります。不用額の１２６８万５０００

円は、病休や育休の代替職員の賃金や社会保険

料が見込みより少なかったことによるもので

す。 

 今後の方向性は、市による実施、要改善と

し、事務の執行について非常勤職員や再任用職

員、民間委託等の活用を検討していくこととし

ています。 

 次に、１６ページ上段の職員研修事業でござ

いますが、階層別研修や特別研修、各種専門研

修施設への実務派遣研修などを行っておりま

す。決算額は１００７万４０００円で、階層別

研修に２５万５０００円、ハラスメント研修な

どの特別研修に３７１万３０００円、市町村職

員中央研修所や全国建設研修センターなどの実
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務派遣研修に６１０万６０００円でございま

す。特定財源としまして、市町村振興協会研修

助成金１４９万６０００円があります。不用額

の４４７万５０００円は、熊本地震の影響で実

施できなかった研修があったことや、研修の一

部を外部委託ではなく、研修負担金の発生しな

い市町村職員研修協議会の研修利用に切りかえ

たことなどにより、支出の効率化に努めたこと

が主な要因でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。 

 次に、１６ページ下段のふるさと納税事業で

すが、生まれ育ったふるさとを応援したいとい

う方がふるさとの自治体に寄附した場合、寄附

金額に応じて一定額が個人住民税、所得税から

控除される制度で、近年、多くの自治体が力を

入れており、本市においても平成２７年８月か

らポータルサイトを活用し、八代の魅力発信を

行いながら、自主財源確保へ向け、事業を拡充

しております。決算額は１億１８０５万９００

０円で、主なものは、返礼品など、ふるさと納

税の謝礼として７４４４万４０００円、クレジ

ット申し込みに係る決済手数料として２１１万

１０００円、寄附の申し込み受付から特産品等

の発注、配送管理までを行うふるさと納税業務

委託として２９７９万６０００円などでござい

ます。特定財源は、ふるさと八代元気づくり応

援基金繰入金１億１８０５万９０００円でござ

います。不用額が１４８５万６０００円ありま

すが、ふるさと納税業務委託の積算が返礼品の

発送年度で決まることから、一部の発送品にお

いて発送が翌年度になったことが主な要因で

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充としており、返礼品のさらなる充実やプロ

モーションの実施により地域の活性化を目指す

ほか、クラウドファンディングの活用などにも

取り組むとともに、八代市への応援者に対して

寄附金充当事業の明確化に努め、継続的な寄附

が確保できるよう推進していきたいとしていま

す。 

 次に、１７ページ上段の北海市交流２０周年

記念事業（派遣）でございますが、北海市との

友好都市締結２０周年を記念して、一般公募に

よる市民使節団やジュニアスポーツ派遣団に係

る事業でございます。決算額は３０３万円で、

内容は、市民使節団派遣３１名の費用弁償、随

行職員旅費等１３３万１０００円、ジュニアス

ポーツ派遣団１８名の引率随行旅費等１６０万

２０００円が主なものです。その特定財源とし

て、ジュニアスポーツ派遣団参加者負担金２７

万８０００円がございます。不用額の３０５万

４０００円は、市民使節団派遣において、一般

参加者の旅費を直接旅行会社に支払うことにな

ったことが主なものでございます。 

 今後の方向性は、記念事業ではなく例年の交

流事業として、市による実施、現行どおりとい

たしております。 

 １８ページをお願いします。 

 上段の市民活動支援事業は、地域の課題等を

市民活動団体と行政が協働で解決し、地域活性

化につなげる、八代市がまだしもん応援事業が

主なものでございまして、決算額は２４２万６

０００円でございます。内容は、八代市がまだ

しもん応援事業補助金としまして、市民活動団

体の活動情報等の発信と提案型協働事業として

８つの団体に対して補助を行っております。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善としており、市民活動団体のニーズに合わせ

たきめ細かい支援を行うとともに、がまだしも

ん応援事業の実績や課題を踏まえ、新たな市民

活動の協働事業の検討を行っていくこととして

います。 

 次に、１９ページ上段の広報広聴活動事業で

ございますが、広報やつしろを月１回約４万９

０００部発行しているほか、ホームページやケ
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ーブルテレビを活用して市の情報発信を行って

います。決算額は３３１６万７０００円で、内

容は、広報紙の印刷費２９７９万１０００円、

広報紙編集機器リース料８８万５０００円、市

ホームページ保守料９１万９０００円が主なも

のでございます。特定財源として、広告料収入

５８８万７０００円があります。 

 今後の方向性は、市による実施で市政懇談会

の実施など民間委託の拡大、市民等との協働等

といたしております。 

 ２０ページをお願いします。 

 下段の公共施設等総合管理計画策定事業です

が、公共施設においては、今後、施設の老朽化

により大量に更新時期を迎えることで市の負担

が増大し、財政的に厳しくなることが見込まれ

ております。このことから、将来予測を含めた

長期的な視野を持って、施設の更新、統廃合、

長寿命化などを計画的に行うことで財政負担の

軽減や平準化を図り、公共施設等の最適な配置

や適正な管理を行うための基本方針を定めた公

共施設等総合管理計画を平成２７年度から２８

年度にかけて策定を行ったものです。決算額２

５２万９０００円は主に計画策定業務の委託料

でございます。 

 今後の方向性としては、策定が完了しました

ので不要、廃止としております。今後は、この

計画に基づく具体的な実施計画となる施設類型

別の個別計画を策定し、それに基づき、効果

的、効率的な公共施設運営を図っていく必要が

あるとしています。 

 ２１ページ上段の固定資産台帳システム整備

事業ですが、平成２９年度から新地方公会計制

度が導入されるため、財務書類の補助簿として

固定資産台帳の整備を行うものでございます。

市の固定資産を一元管理することで老朽度合い

等を把握し、建設事業等に生かせるシステムを

目指すもので、平成２７年度から２８年度にか

けて整備しております。決算額４２４万４００

０円はシステム整備業務の委託料でございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、財務書類の補助簿だけでなく、一

元化した固定資産台帳として、今後、市有財産

の管理運営業務にもさまざまな活用を図ってい

きたいと考えております。 

 ２３ページをお願いします。 

 上段の仮設庁舎建設等事業（災害関連）です

が、熊本地震により本庁舎を閉鎖したため、市

役所敷地の北側にプレハブの仮設庁舎を整備す

るとともに、近隣のビルを借用したものでござ

います。決算額は６４９１万３０００円で、仮

設庁舎のリース料４２４７万７０００円、仮設

庁舎への電話交換機設置工事１２９９万円、Ｔ

Ｓビル賃借料７４７万４０００円、仮設庁舎１

階窓口のカウンター３６台分の設置工事９９万

４０００円でございます。なお、仮設庁舎のリ

ース期間は、平成２８年１０月から３３年９月

までの５年間で、契約総額４億４６３６万３０

００円となっております。特定財源は、地方債

の一般単独災害復旧事業債である庁舎災害復旧

事業４８７０万円と、その他の特定財源とし

て、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金９

９万３０００円でございます。不用額の２９１

６万８０００円は、仮設庁舎リースの入札残２

７８４万８０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしています。 

 次に、下段の本庁・千丁支所間市民移動支援

事業（災害関連）ですが、こちらも熊本地震に

より本庁舎を閉鎖し、市民課等の本庁１階の窓

口を千丁支所に緊急的に移転しましたが、市中

心部の高齢者など利便性の確保のため、仮設庁

舎が完成するまで、本庁舎と千丁支所の区間に

無料シャトルバスを運行したものでございま

す。運行期間は平成２８年４月２７日から９月

３０日までの土曜、日曜、祝祭日を除く１０５
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日間で、延べ１５１１名の利用がございまし

た。決算額は７９万３０００円で、シルバー人

材センターへの運転業務委託でございます。な

お、特定財源として、全額、ふるさと八代元気

づくり応援基金を活用しています。 

 今後の方向性は不要、廃止としています。 

 ２４ページをお願いします。 

 下段の住民自治推進事業でございますが、住

民自治組織である地域協議会の運営支援を主に

行っており、決算額は６８０９万７０００円

で、地域協議会活動交付金６１８３万２０００

円と、２１地域協議会に交付しているコミュニ

ティ活動活性化補助金５８５万円が主なもので

ございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、各地域の協議会の運営を力強く支

援していくこととしています。 

 次に、２５ページ上段の結婚活動応援事業

（創生先行）ですが、体験型婚活イベント事業

業務委託としまして、日奈久のＪＲＡで開催し

ました馬レンタイン婚活、トマトフェスタ会場

でトマトの調理や散策を体験していただいたト

マト婚活、肥薩おれんじ鉄道の一車両を貸し切

っての列車婚活などを実施しています。また、

結婚活動応援事業補助金では、婚活事業を実施

された５団体に対して補助を行っています。 

 決算額は１９３万円で、今後の方向性として

は市による実施、要改善としており、今後は氷

川町、芦北町との連携による事業展開を検討し

ていくこととしています。 

 ２６ページをお願いします。 

 上段の定住促進対策事業（創生先行）です

が、移住者交流ネットワークづくりについて

は、八代市に移住された方や地域住民の方を対

象に交流会を開催し、移住者の交流を支援する

ためのネットワークづくりを行ったものです。

また、新幹線定期券購入補助金については、新

八代駅から通勤、通学する市民に対して定期券

の購入補助を行っています。決算額は３０４万

７０００円で、特定財源として、地方創生推進

交付金を活用しています。 

 今後の方向性については、不要、廃止として

います。その内容については、新幹線定期券購

入補助は転入につながる通勤補助の活用が伸び

ていないことから廃止することとし、移住者交

流ネットワークづくりについては、交流会の参

加者が減少していることなどから、手法の再検

討を行った上で、前ページ下段の定住促進対策

事業に統合して実施するとしています。 

 次に下段の、並行在来線経営分離対策事業

は、肥薩おれんじ鉄道の運行支援や鉄道施設の

安全対策に対する補助、また、肥薩おれんじ鉄

道沿線活性化協議会への活動負担を行っていま

す。決算額は２３８３万円で、その主なもの

は、肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金

２１５４万６０００円と２７年８月の台風１５

号で被災した災害復旧経費の繰り越し分１６７

万５０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、要改善とし

ていますが、肥薩おれんじ鉄道は地域住民の貴

重な交通手段として安全かつ安定的な運営をサ

ポートする必要があるので、国に対して、鉄橋

などの老朽化施設の更新などに対する財政支援

を要請したり、肥薩おれんじ鉄道沿線活性化協

議会を通じて、利用促進につながるような新た

な施策を検討していく必要があることなどとし

ています。 

 ２７ページ上段の、協働の推進に関する条例

研究事業でございますが、市民と行政の協働の

仕組みを整え、住民自治によるまちづくりを推

進するためのルールとして、協働の推進に関す

る条例について調査、検討を行うものです。決

算額は２７万１０００円で、講師や委員の謝礼

２４万４０００円が主なものでございます。平

成２８年８月に委員２３名で構成する八代市協

働のまちづくり推進条例検討委員会を設置しま
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して、条例に盛り込む事項の調査、研究などを

行いました。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、平成２９年度には市民と行政の協

働のまちづくりの重要性やまちづくりのルール

について考える市民フォーラムや各地域でのタ

ウンミーティング、いわゆる住民説明会を開催

することとしています。 

 下段の坂本支所地域振興事業から２９ページ

下段の泉支所地域振興事業までは、坂本、千

丁、鏡、東陽、泉支所のそれぞれの管内におい

て、地域づくりや防災の意識向上を図る活動を

行う団体への補助を行う事業で、２７ページの

坂本支所においては、坂本住民自治協議会の木

製テーブル、ベンチの製作補助、２８ページの

千丁支所においては、まちづくり協議会への防

災用品の整備補助、下段の鏡支所においては、

各地区の行事に対する補助やごみステーション

の整備補助、２９ページの東陽支所において

は、祭り用のちょうちん購入補助、下段の泉支

所においては、各地区の掲示板の整備補助や柿

迫、栗木地域で開催された婚活イベントに対す

る補助などを行っています。決算額は、坂本、

千丁、鏡、泉支所がそれぞれ５０万円、東陽支

所が４９万７０００円でございます。 

 今後の方向性は、それぞれ市による実施、現

行どおりとしています。 

 ３０ページをお願いします。 

 上段の地域振興交流促進事業は、東陽支所管

内において、石橋や種山石工の功績を広く県内

外にアピールするための一連の事業を行ったも

のです。決算額は１９４３万５０００円で、そ

の内訳は、テレビ熊本ドキュメンタリードラマ

郷土の偉人シリーズとしまして、絆を通した種

山石工・橋本勘五郎～明日に架ける橋～の制作

経費１６２０万円、石橋フォーラム、石橋散策

ツアー開催経費８９万１０００円、石橋パンフ

レットや石匠館の展示資料の作成費２３４万４

０００円でございます。特定財源として、県支

出金の地域づくり夢チャレンジ推進補助金とま

ちづくり交流基金繰入金があります。 

 今後の方向性は、不要、廃止としています

が、作成したドラマのＤＶＤは市内の小中学

校、高校、大学、市立図書館、博物館に配付す

るとともに、ケーブルテレビなどでも放映いた

しております。 

 次に、３１ページ下段の集落サポートプロジ

ェクト事業は、五家荘地域における公共交通と

買い物支援の実験を行ったものです。決算額の

３５１万５０００円は五家荘地域振興会への業

務委託料で、グループタクシーの実験運行、グ

ループタクシー導入に対する住民の意向調査な

どを実施しています。また、特定財源として、

全額、県の集落サポートプロジェクト事業委託

金を活用しています。 

 今後の方向性は、民間実施としています。 

 ３２ページをお願いします。 

 上段の地域総合整備資金貸付事業は、財団法

人地域総合整備財団、いわゆるふるさと財団の

支援を得て、地域振興に資する民間事業活動を

支援するもので、２８年度においては、医療法

人明朋会が実施しました診療所建設事業に対し

て無利子の貸付事業を行ったものです。決算額

９８００万円は、建設事業に伴う対象借り入れ

総額２億１８００万円の４５％を貸し付けたも

ので、特定財源として地域総合整備資金貸付事

業債を充てています。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしており、今後も地域振興に資する事

業に対しては、ふるさと財団と連携しながら融

資の活用を図っていくこととしています。 

 下段の自治総合センターコミュニティ助成事

業でございますが、いわゆる宝くじ助成金を活

用し、住民自治組織の活動に必要な備品整備な

どに助成するものでございます。決算額は１９

０万円で、坂本住民自治協議会が球磨川再生シ
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ルバー事業を実施するため、カヤックボート等

の備品の購入やインストラクター講習会の開催

等を行うことへ助成を行っております。特定財

源は、財団法人自治総合センターコミュニティ

助成金１９０万円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、当該事業を地域協議会に周知啓発

を行うことで本助成金の利用促進を図り、地域

のコミュニティ活動の活性化を図っていくこと

としています。 

 ３３ページ上段のコミュニティセンター施設

整備事業は、住民自治によるまちづくり行動計

画の重点施策であるコミュニティセンターの設

置に向け整備するもので、決算額は１１０３万

５０００円でございます。これは、公民館等か

らコミュニティセンターへの移行に伴い、住民

や来訪者に周知するための看板などの変更に３

５２万３０００円、また、これまでに単独施設

として公民館がなかった鏡地域と泉地域におい

てコミュニュティセンター設置のため、旧泉第

二小学校の整備に５９４万９０００円、八代市

農事研修センターの整備に１５６万３０００円

でございます。なお、特定財源として、国庫補

助金２９７万４０００円がございます。不用額

２４１万３０００円につきましては、泉及び鏡

コミュニティセンター改修工事等の入札残が主

なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、避難所機能も考慮しながら、施設

が有効に利用できるように必要な整備を行って

いくこととしています。 

 ３４ページをお願いします。 

 上段の基幹システム運用事業は、窓口におけ

る住民基本台帳を初め、税関係や年金等３９業

務のシステム運用管理に伴う経費で、２８年度

においては、コンビニ収納に対応するためのシ

ステム改修を行っています。 

 決算額９４０８万１０００円の主なものは、

データ入力委託料９３４万８０００円、システ

ム使用料７３６８万８０００円などで、特定財

源として社会保障・税番号制度システム整備費

補助金２３万３０００円があります。 

 また、今後の方向性は、市による実施、現行

どおりとしています。 

 下段の八代地域イントラネット運用事業は、

各支所の窓口における住民サービスや学校にお

ける高速のインターネット環境等の基盤となる

八代地域イントラネットについて、氷川町との

共同による運用管理を行っています。決算額６

３４４万３０００円の主なものは、通信回線使

用料２６８０万２０００円、ネットワーク通信

機器使用料３４９８万２０００円などです。ま

た、その他の特定財源９４０万２０００円は氷

川町からの負担金で、今後の方向性は市による

実施、現行どおりとしています。 

 ３６ページをお願いします。 

 下段の防犯灯設置事業でございますが、夜間

の犯罪を防止し、市民が安心して生活できる住

みよい八代市にするため、町内会等への防犯灯

設置補助金の交付などを行っております。決算

額は５３３万９０００円で、防犯灯設置補助金

４００万円が主なもので、照明器具のみの新設

またはつけかえ９８件、支柱を含んだ照明器具

の新設またはつけかえ１６件に対して助成した

ものでございます。特定財源として、国庫補助

金の地域防犯灯・街路灯整備事業交付金１８０

万円がございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、市民が安心して暮らせる環境整備

のために、設置補助金交付の継続と電気料金な

どの維持管理費負担の軽減のためにＬＥＤ灯の

推進を行っていくこととしています。 

 ３７ページの下段の交通安全指導員関係事業

は、交通事故被害者を減少させるため、交通指

導員と交通安全教育指導員で交通安全教室等の

交通安全活動を行い、交通安全意識の啓発、高
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揚を図っております。決算額は７７６万６００

０円で、交通指導員７８名分の報酬３４０万９

０００円と交通安全教育指導員２名分の賃金２

７４万９０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、交通安全協会等関係機関と連携

し、より一層の活動への取り組みを行っていく

こととしています。 

 ３８ページをお願いします。 

 上段の生活交通確保維持事業ですが、地域住

民の公共交通手段を確保するために、路線バス

への補助、乗合タクシーの運行などを行ってお

り、２８年度においては、市への転入者及び産

島線沿線の住民を対象に、交通手段を選択する

意向調査等の利用促進の取り組み、モビリティ

・マネジメントを実施しています。決算額２億

２３５４万８０００円の主なものは、民間バス

事業者に対する運行費の補助として、地方バス

路線維持費補助金１億９４５８万６０００円、

坂本、東陽、泉地域における乗合タクシー運行

事業委託費２４３７万１０００円などです。な

お、特定財源は、モビリティ・マネジメント実

施に伴う、地域公共交通確保維持改善事業費補

助金と熊本県生活交通維持・活性化総合交付金

でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善としており、今年度１０月に八代市地域公共

交通再編実施計画に基づく見直しを実施してお

ります。 

 下段の人権啓発推進事業でございますが、女

性に関するセクハラやＤＶ、子供のいじめや高

齢者への虐待等の問題、障害者や外国人に対す

る偏見や差別など、現在もさまざまな人権問題

や差別事案が社会問題となっております。そこ

で、人権教育、人権啓発を推進し、市民一人一

人の人権が尊重されるまちづくりを目指すた

め、広報しあわせの発行や人権子ども集会フェ

スティバルなどのイベントによる啓発を行って

います。決算額は６６２万３０００円で、人権

問題啓発推進協議会交付金４１０万円と八代地

域人権教育のための推進会議負担金１８４万円

がその主なものでございます。不用額４０６万

１０００円につきましては、八代市で開催する

予定の部落解放熊本県研究集会が熊本地震で中

止となったため、出席負担金が不要となったこ

とが主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりといたしております。 

 ３９ページ下段、男女共同参画啓発事業でご

ざいますが、学校や地域、家庭、職場など、あ

らゆる分野で意識啓発を図り、男女共同参画に

ついての理解を深めてもらうため、情報誌の発

行、啓発イベントの開催、アドバイザーの派遣

などを行っております。決算額は１７４万６０

００円で、男女共同参画情報誌みらいの発行経

費４４万３０００円、いっそＤＥフェスタ企画

運営業務委託の１２１万８０００円が主なもの

でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりといたしております。 

 ４０ページをお願いします。 

 下段の青少年健全育成事業でございますが、

青少年指導員延べ１７６２人が街頭指導を実施

し、青少年の非行防止を図っています。また、

青少年相談員２人が、ヤングテレホンやつしろ

による電話相談と面接相談を受けてアドバイス

を行っております。決算額は８８９万１０００

円で、青少年指導員報酬３７０万円、青少年相

談員報酬３２４万２０００円が主なものでござ

います。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりといたしております。 

 次は、市庁舎建設費になりましたので、少し

飛びまして４５ページをお願いします。 

 下段の番号制度導入事業は、個人番号制度の

施行に伴い、個人番号通知カードの発送や希望
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者へのマイナンバーカードの交付業務などを行

っております。決算額は３０５０万６０００円

で、地方公共団体情報システム機構へ支払った

通知カード・個人番号カード関連事務交付金２

００２万１０００円が主なものです。なお、特

定財源として、国庫支出金の通知カード・個人

番号カード関連事務補助金２２４２万６０００

円のほか、その他の特定財源として、通知カー

ド等の発行手数料がございます。不用額の１１

９４万３０００円は、交付枚数が当初予定して

いた枚数より少なかったため、地方公共団体情

報システム機構へ支払う交付金が予定より少な

くなったことによるものでございます。また、

翌年度への繰越額１００２万１０００円は、国

が平成２８年度予算分について繰り越しを行っ

たことに伴い、本市も国に合わせて翌年度へ繰

り越したものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、今後も市民課において特設窓口を

継続し、待ち時間を短縮するため、電話予約制

で実施し、木曜日の窓口時間延長、休日開庁な

ど、平日以外でも交付業務を行っていくことと

しています。 

 ４６ページをお願いします。 

 上段のコンビニ交付事業でございますが、証

明書のコンビニ交付サービスを平成２８年６月

から開始しており、マイナンバーカードを使用

し、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明

書の交付が可能となりました。決算額は４５１

万８０００円で、コンビニ交付運営負担金２５

０万円が主なものでございます。２８年度のコ

ンビニでの交付件数は１１４５件でございまし

た。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。 

 下段の本庁舎等閉鎖に伴う移転事業（災害関

連）でございます。主なものとして、平成２８

年４月の熊本地震の影響により本庁舎が閉鎖と

なり、緊急措置として窓口機能を千丁支所へ移

したことから、市中心部の住民サービスの低下

を軽減するため、平成２８年６月に、本庁舎に

ありました証明書の自動交付機をハーモニーホ

ールへ移設を行ったものです。なお現在は、本

年４月１９日に仮設庁舎へ移設し、運用をして

おります。決算額は８８万３０００円でござい

ます。 

 今後の方向性は、不要、廃止としています。 

 次に、款１０・災害復旧費の関係分を説明し

ます。 

 １９９ページをお願いします。 

 下段のその他公共施設・公用施設災害復旧事

業でございますが、一部、表記に誤りがありま

したので御訂正をお願いします。決算の内訳の

上から２行目、千丁支所樹木整備と記載してお

りますが、千丁支所屋外出入口等修繕の誤りで

ございます。もう一度申し上げます。千丁支所

屋外出入口等修繕の誤りでございます。御訂正

をお願いいたします。大変申しわけございませ

んでした。 

 その他公共施設・公用施設災害復旧事業の決

算額７６２万７０００円は、熊本地震で被災し

た本庁舎、千丁支所、鏡支所、東陽支所の災害

復旧に要した経費でございます。主なものは、

千丁支所駐車場の帯状の亀裂を修繕した路面整

備や、先ほど修正いただきました千丁支所屋外

出入口等修繕、同じく千丁支所の内壁などの修

繕、及び鏡支所の内壁修繕などでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施とし、

災害が起こったときには状況確認を行い、早急

に修繕などの対応をとっていくこととしており

ます。 

 次に、２００ページをお願いします。 

 款１２・諸支出金でございます。上段の財政

調整基金事業の決算額１８０万３０００円は預

金利子を積み立てたものでございます。２８年

度末残高は２１億４０７８万９０００円で、２
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７年度末より１３億７８１９万７０００円減少

しましたが、熊本地震に伴う災害復旧や災害に

関連した事業等に繰り入れたことによるもので

ございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善とし、標準財政規模に対する財政調整基金の

積立総額の割合は１０％から１５％程度が望ま

しいと言われておりますが、本市の２８年度末

は６.４％となっておりますので、さらなる行

財政改革を行い、健全な財政運営を目指すとし

ています。 

 下段の市有施設整備基金事業の決算額２４８

万７０００円は、預金利子を積み立てたもので

ございます。２８年度末残高は、環境センター

建設事業により１０億円繰り入れたことで、昨

年度末より９億９７５１万３０００円減少し、

３３億２４４２万５０００円となっています。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善とし、環境センター建設への活用以外にも、

老朽化した公共施設の改修なども考慮されるた

め、積立額の確保に努めていく必要があるとし

ております。 

 ２０１ページ上段のふるさと八代元気づくり

応援基金事業の決算額２億３４９２万３０００

円は、積立額の内訳として、クラウドファンデ

ィングなどを除く寄附額２億３４９０万９００

０円と利子を１万４０００円積み立てたもので

ございます。２８年度末残高は１億３２４８万

１０００円となっています。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、基金の活用事例について、寄附者

に喜んでいただけるような内容となるよう検討

していくこととしています。また、活用事業を

公表することで、寄附者の関心を高めることに

つなげていくこととしています。 

 次に、主要施策に記載のない公債費と予備費

について、一般会計歳入歳出決算書に基づきま

して説明します。 

 資料をかえていただきまして、一般会計決算

書の２０８、２０９ページの中段、款１１・公

債費をごらんください。金額は１０００円未満

を切り捨てて御説明いたします。 

 目１・元金の決算額は５６億８４８７万２０

００円で、国の財政融資や民間金融機関などか

ら借り入れました長期債の償還元金でございま

す。また、目２・利子の決算額は５億９８１３

万２０００円で、元金と同様に長期債の償還利

子でございます。なお、不用額の７１８５万４

０００円は、主に利子が要因でございまして、

２７年度借り入れ予定の市債が次年度への繰越

事業となり、借り入れ時期がおくれたことによ

る減少と、借り入れ利率が見込みより低かった

ことによるものでございます。 

 最後に、款１３・予備費を説明します。 

 ２１０、２１１ページをお願いします。 

 款１３、項１、目１・予備費でございます。

予算額２０００万円に対して、３４５万５００

０円を充用いたしております。予備費の充用先

は、右側の備考欄にありますが、款５・農林水

産業費、項１・農業費、目３・農業振興費、節

１９・負担金補助及び交付金の５０万円は、熊

本地震の被災者向け対策として、仮設住宅地内

に建設される集会所へ畳表２５０畳分を提供す

る経費を八代市、ＪＡやつしろ、熊本県い業生

産販売振興協会の３者が連携して負担するた

め、総事業費１２５万円のうち、八代市の負担

割合４０％分の５０万円に充用したものでござ

います。 

 次の、款８・消防費、項１・消防費、目４・

防災管理費の３つの節への充用は、いずれも熊

本地震に伴う避難所運営事業に関連するもの

で、早急に実施する必要があったため充用した

ものでございます。内容としましては、節１１

・需用費への９万７０００円は、避難所運営の

ための消耗品を購入したもので、次の節１３・

委託料への２８３万２０００円は、各避難所に
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警備員を配置しました警備委託料において、避

難所の開設期間が延長されたことによる不足分

として２６７万円、及び避難所となった秀岳館

高校ふれ愛アリーナの駐車場として使用したグ

ラウンドの整備復旧委託費１６万２０００円の

合計でございます。また、次の節１６・原材料

費への２万６０００円は、同じくグラウンドの

整備復旧に必要な盛り土の原材料費に充用して

おります。 

 続きまして、総務費の主な予算流用を説明い

たします。 

 ページを戻っていただきまして、１１０ペー

ジ、１１１ページをお願いします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費の中で、１１１ページの備考欄の上段

になりますが、１１節から１２節への流用１９

２万円は、事故等による損害賠償金に不足が生

じたものであり、１４節より１２節への流用８

７４万４０００円は、仮設庁舎への引っ越し費

用でございまして、同じく１４節から１５節へ

の流用１５３万７０００円は、仮設庁舎完成後

において、車どめや階段の設置など、緊急に安

全対策を行ったための流用でございます。最後

に、１１５ページの備考欄の上段、１１節より

１８節への２４６万５０００円の流用は、指紋

認証ライセンス購入の予算に不足を生じたもの

でございます。 

 以上、総務費、災害復旧費、公債費、諸支出

金、予備費の関係分の説明とさせていただきま

す。御審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） 午前中の審査はこの

程度にとどめ、休憩いたします。午後は１時半

から再開いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

（午後０時２５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３０分 開議） 

○委員長（前川祥子君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中に説明のありました第２款

・総務費中、当委員会関係分、第１０款・災害

復旧費中、財務部関係分、第１１款・公債費、

第１２款・諸支出金中、当委員会関係分、及び

第１３款・予備費について、一括して質疑を行

います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今、委員長からあった

ものに限ってということではないんですけど

も、全般的なところでお尋ねをさせていただき

たいと思いますが、予算規模についてです。 

 トータル、一般会計の事業費ですけども、年

々増加傾向、毎年、予算を見ると、過去最大、

過去最大というふうに更新していってるという

ような状況で、決算もそれに伴って毎年ふえて

いるような状況があるんですけども。どういう

ふうな、――人口は一方で減ってですね、いる

ような状況の中で歳出がふえていくというとこ

ろについて、財政のほうとしてどのような認識

をお持ちなのか。 

 また、この状況というのが、どこまで伸びて

いく、続いていくというような見解をお持ちな

のかというところをお聞かせいただければなと

いうふうに思ってます。どこかで頭打ちという

かですよ、これ以上はもう歳出規模を膨らませ

たらだめだというような金額があるんじゃない

かなと思うんですけど、そういったところをも

し把握っていうか、お持ちであったら、そのあ

たりまで含めてお話しいただければと思いま

す。 

○財務部長（岩本博文君） それぞれの自治体

はやっぱり標準財政規模というのをまず持って

ます。で、その中で、その中でというか、毎年

いろんな財源の工夫がなされて、国も当初予

算、それから補正予算、いろんな形で、自治

体、各地方公共団体に対して、こういう事業を

というような展開がございます。 
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 予算を編成する際の一番のポイントというの

は、どれだけの財源が確保できるかというとこ

ろでございまして、歳出につきましては、いろ

いろ各課から要求がございます。市としての政

策もいろいろあります。そういうものを精査し

ながら、財源に見合ったところでというところ

でこの予算編成いたしますけれども、これまで

も５００億、――合併当時が、そうですね、大

体、規模として６００億に届くか届かないかと

いうようなところでこのごろ推移しているかと

思います。５００億台というところで、合併の

ときはきたかと思うんですけれども、その中で

どれだけが適正かと言われると、なかなか決め

がたいところがあります。 

 歳入がですね、仮に、どんどんひもつきとい

うか、特定の分が確保されたものが補助金とい

う面であるならば、それは歳出もある程度は伸

びていくかもしれません。ただ、市債という財

源については、それは将来返していかなければ

ならない借金になりますので、そこは財政指標

の中で、実質公債費比率とか、そういう一定の

基準がありますよね。１８％行ったら許可制に

なるとか。そういう指標も見ながらですね、予

算編成をしていくというようなところで、私た

ちも、現在、その実質公債費比率も１５％ぐら

いまでのところでどうかなというような感じで

ですね、財政計画を組み立ててはいます。 

 だから、目安としては、指標を見ながら、そ

して、調整しながらというようなところでやっ

ているような状況です。 

○委員（大倉裕一君） また個人的に勉強をし

ていきたいとは思ってるんですけども、標準財

政規模が、人口も減ってるというところから、

昨年からすると下がっているというふうな思い

もあったもんですから、お尋ねをしたところで

す。 

 もう一つ、済みません、経常収支比率、９

１.９ですかね。２７年度は、２６年度に比べ

たら、９０億超えとったのが８９.１というこ

とで、改善ということになってたんですが、２

８年度はまた９０％を超えて、９２％に近づこ

うかというような数値になってるんですよね。 

 取り組みはされてるんだと思いますが、一般

的に言われる財政の硬直化というところで、柔

軟に活用できる財源が乏しくなってきていると

いうようなところについて、どのようにお考え

なのか、どういう取り組みでここを改善しよう

と思っていらっしゃるのかというところをお聞

かせいただきたい。 

○財務部長（岩本博文君） 財政の硬直化は、

日本全国の自治体に共通の課題かなというふう

には思ってます。９１％という、９０％の大台

に乗りましたけれども、昔からというか、以前

から８０％台ぐらいが理想ですというふうに申

し上げてきてましたけれども、全国の指標を見

てみても、類似団体を見てみても、そういうと

ころはあるやもしれませんけれども、大概です

ね、類団と同じような推移を八代市もしてます

ので、厳しい状況にあるという認識は持ってま

す。 

 これをどうやって改善していくかということ

ですけれども、経常的に必要な経費がこの経常

収支比率に反映されますので、経常的に必要な

ものをどれだけ抑えていくかということに着目

するならば、まずはですね、今、公共施設等総

合管理計画というものをつくりまして、施設の

統廃合というようなものも視野に入れながら、

経常的な維持管理費も、そこにメスを入れて縮

減していくというような手法を、今、１つ、大

きくは考えています。 

 あと、――ううん、そうですね、そういう中

で、当初予算編成方針とかも、毎年一定の率を

掲げながら各課で努力してもらってますけれど

も、はっきり申し上げて、経常的な経費という

のをですね、抑えていくというのは、それぞれ

の課にとってはとても、ちょっと言えば、聖域
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まで着目してメスを入れなければならないよう

な状況も、これからは出てくるのではないかと

思ってます。 

 やはり、経常収支比率を改善させるために

も、そういうところにですね、今までやっぱり

向けていなかったところに目を向けて、この財

政の編成作業、そういうのを取り組んでいくと

いうのが、全庁的なところで行われなければな

らないのではないかというふうに思ってます。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。全国どこもこの経常収支比率は高いんだよ

っていうところで甘くなるのではなくて、やは

り八代市としては、これを限りなく８０という

数字に近づけていくんだという、その姿勢はや

っぱり必要ではないかなというふうに思いま

す。 

 最後に、後段のほうでですね、取り組みの、

ＦＭのお話をしていただきましたので、一番目

ぼしいところは、そのファシリティーマネジメ

ントの部分でこれからの経費をどう削減してい

くかというところになるんだと思いますけど

も、しっかり説明をしていただきながら、総論

賛成で各論反対というのがよくある話ですの

で、そのあたりのですね、取り組みをしっか

り、──期待をしながら、今度改善に結びつけ

ていただければというふうに思っております。 

 ありがとうございました。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） まず、１６ページのふ

るさと納税事業でありますけれども、決算額で

いくと１億１８００万ぐらいで、その中で返礼

が７４００万ぐらいありまして、全国それぞれ

の自治体で競争のような形で、返礼品を、ちょ

っと高価な品物も送りよるんですが、その辺の

考えとしては、市による実施としては規模拡充

とありますが、その辺の考えをお聞かせ願いた

いと思います。 

 それから、隣の１７ページ、北海市の交流２

０周年記念事業でありますが、子供たちのスポ

ーツ団体の競技名、それから学校、何名ぐらい

行ったのか、それをお願いをしたいと。 

 それから、１８ページの市政協力員関係事業

でありますけれども、１億１９００万ぐらいで

ありますが、校区によっては大変な市政協力員

の人数であるというふうに思っております。こ

の辺のところは要改善になっておりますが、前

から、これは多分言われているというふうに思

いますが、この辺の見直しについてのお考えを

聞かせていただきたいと思います。 

 それからですね、まだあります。２５ページ

の定住促進対策事業でありますが、確かに地方

創生の中で、都会から田舎暮らしといいます

か、定住促進という考え方によると思います

が、相談はふえているということであります

が、その成果についてがいまいちかなというふ

うに思いますが、その辺のところが要改善にな

っておりますが、どのように改善をしていかれ

るのか、お考えをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 次にですね、各支所の地域振興事業でありま

すが。 

○委員長（前川祥子君） 何ページですか。 

○委員（古嶋津義君） ２９ページです。一律

にですね、５０万ずつ振ってありますけれど

も、これもいかがなもんかなと私は前から思っ

とったんですけど、人口割とかそれぐらいせん

と、ちょっとおかしかっちゃなかっかなという

ふうに思ってます。その辺のところ、考え方

を、お考えを、お願いをしたいと思います。 

 それから、次にですね、防犯灯の設置事業で

ありますけれども、３６ページです。大変、防

犯灯、大事なものでありますが、合併前にはで

すね、町内会だけじゃなくて、学校の通学路に

ついては、多分、私も鏡出身ですから、鏡の町

は大事な通学路については町が払っていたよう
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な記憶を持っとりますが、その辺のところは、

市による実施、現行どおりとありますので、合

併前が現行どおりなのか、変わったのか、その

辺のところをお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（前川祥子君） それでは、まず、ふ

るさと納税事業に関係して。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 財政課の尾﨑でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 １６ページのふるさと納税事業でございます

が、こちらの返礼品が７４００万出しておりま

すが、２８年度でですね、寄附の総額が２億４

６００万、全国からですね、いただきまして、

その返礼品としまして、八代市ではですね、現

在、３割程度の返礼品をお返しするようにして

いるためにですね、このような金額になってお

ります。 

 本年ですね、２９年度になりまして、総務省

のほうからの通達もですね、３割程度にとどめ

なさいと。余り過度に返礼をしないようにとい

うふうな指導もまいっておりまして、その範囲

内での返礼をですね、従来から八代市としては

行っておりまして、今後もそれを継続していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

 じゃあ、次は北海事業に関して。 

○秘書広報課長（野々口正治君） 秘書広報課

の野々口でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 八代市スポーツ交流団につきましては、ま

ず、競技名でございますが、こちらにつきまし

ては、北海市との協議を行いまして、卓球とバ

ドミントン競技の２種目を選定いたしました。

それぞれの人数ですとか学校ですが、まず卓球

につきましては、八代第一中学校が１名、第二

中学校が２名、鏡中学校が３名の合計６名でご

ざいます。 

 続きまして、バドミントンにつきましては、

第二中学校が２名、第四中が１名、第八中学校

が３名、こちらも計６名でございます。 

 メンバーの選定につきましては、それぞれの

協会のほうにお願いいたしまして選定をいたし

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（前川祥子君） 次は、市政協力員関

係事業です。 

○市民活動政策課長（福本桂三君） 市民活動

政策課、福本です。 

 市政協力員の受け持ち地区の見直しにつきま

しては、現在、２９年度におきましては、坂本

と東陽地区のほうから見直しの要望というのが

地域から上がっております。今後、市民サービ

スの低下にならないように、見直しをしていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） 次は、定住促進対策

事業です。 

○企画政策課長（田中 孝君） 企画政策課、

田中でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 定住促進対策事業につきましては、今現在、

東京等におきまして移住相談会のほうに参加を

させていただいております。 

 ２８年度におきましては４回参りまして、１

７組、延べ約２５名程度の方々とお話をさせて

いただいております。本年度も同じように実施

をしております中で、よく聞かれますのが雇

用、さらには住居等のお話がよく出てまいりま

す。 

 そういうことを踏まえまして、今後、――経

済文化交流部のほうでやっておられますが、八

代圏域雇用促進センターを立ち上げられまし

た。そこと連携をいたしまして、まず仕事等の

面をですね、移住相談者等に対して情報提供を
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行うというようなことを新たに始めたところで

ございます。 

 さらには、今現在、ホームページ等で移住定

住の分をつくっておりますが、そちらのほうの

情報提供をさらに進めてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（前川祥子君） 各支所の地域振興事

業。 

○企画振興部次長（増住眞也君） 各支所の地

域振興事業でございます。一律５０万はいかが

なものかというふうなお話でございました。 

 これまで支所と申しますと、地域振興の拠点

であり、そして防災の拠点という位置づけで合

併以来ずっとやっておりましたものの、支所自

体でですね、動かせる予算といいますか、そう

いうものは全くございませんで、それで２８年

度からですね、支所の中で、そういう今申しま

した２つのことに関して取り組まれる団体があ

れば、それを支援していこうという趣旨からで

すね、５０万ずつを２８年度から予算計上し

て、直接、支所長の権限で采配するというかで

すね、予算をつけていくという趣旨で始めたも

のでございます。それぞれ、地域住民の福祉だ

ったり、教育、文化だったり、いろんなことで

今お使いをいただいております。 

 まだ始めたばかりですので、それぞれの支所

においてですね、それぞれの地区の活動を支援

していたり、あるいは全体的なところで防災関

係のですね、備品に使ったりとかいうようなケ

ースで、まだ取り組みを始めたばかりでござい

ますので、そういう、今後はですね、それぞれ

の取り組みを見ながら、金額の増額とか、そう

いうものを検討してまいりたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） 防犯事業。 

○市民活動政策課長（福本桂三君） 防犯灯の

ことについてお答えします。 

 合併前から、坂本、千丁、鏡、東陽地区につ

きましては、公設の防犯灯が設置してありまし

て、新市が引き継いでおります。新市が引き継

ぎ、電気代等の維持管理も行っているところで

す。今後も、そういう意味で、維持管理を行っ

ていく予定で、市による実施、現行どおりとし

たところでございます。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） 理解をさせていただき

ました。先ほど、ちょっと支所の地域振興事業

に、私のほうから一律５００万と言ったようで

ありますが、５０万に訂正をさせていただきま

す。 

 あと、意見のところで総合的に言わせていた

だきますので、これで結構でございます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、住民自治

推進事業で、お金にかかわる話ではないんです

が、推進をしていく上でのお話として、教育委

員会の立場からしたとき、学校の通学区域でし

たときに、自由校区という取り扱いがあると思

いますが、この自由校区については、住民自治

組織で見たときには、どの組織に入るような考

えをお持ちなんでしょうか。 

○委員長（前川祥子君） 住民自治推進事業に

関連して。執行部。 

○市民活動政策課長（福本桂三君） 住民自治

推進事業につきましては、教育委員会の指定校

区というのが今の話だと思いますけども、特別

区っていうのは、実際はどちらかの校区にもう

入っているわけでございます。そういう意味の

中で、校区っていうのはもう線引きが限られて

おりまして、市ではその校区をもとにですね、

住民自治組織っていうのは境界を決めている段

階でございます。 

 ただ、住民自治協議会によっては、それぞれ
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協議をされて、またその校区を住民自治組織の

境界を変えられているところもございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） お尋ねはこの程度にし

ておきますけれども、実際、町内会長さんだと

か住民自治の運営に携わられている方々のお話

を聞くと、子供は実際住んでいる地域から隣の

校区に行っとる関係で、いろんな住民自治関係

の呼びかけをしても、私んところは校区が違う

んですよというような保護者のですね、思いっ

ていうのがあられるみたいなお話を聞いており

ます。 

 そういったところが非常に、住民自治を推進

する上で足かせになってるというかですね。１

つの結束感というか、そういったところを阻害

するような要因になっているとすれば、そうい

ったところの対策という部分をとっていく必要

もあるのかなというふうに思っておりますの

で、きょうはもうこの程度にとどめておきます

ので、そのあたりも担当課としてしっかり対

策、対応をですね、考えていただければという

ふうに思います。 

○委員長（前川祥子君） 要望ですね。（委員

大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） １５ページの臨時職員

関係等事業の今後の方向性の理由の中に、民間

委託の活用を検討していくとございますけれど

も、これ、ちょっと、具体的にどのようなこと

を想定されておられるのか。 

 それと、４６ページのコンビニ交付事業で、

多分、午前中の説明で私が聞き漏らしたんだろ

うと思いますけれども、利用者数とかわかれ

ば、お願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） では、まず、臨時職

員関係等で。 

○人事課長（白川健次君） 人事課の白川でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 委員お尋ねの臨時職員関係等事業の民間委託

等についてでございますけれども、現在、臨時

職員、それから非常勤職員合わせまして、およ

そでございますけれども、５００人ほど市全体

で任用しているような状況でございます。 

 そのような中でですね、任用、それから賃金

の支払い等、毎月の事務処理として発生してお

ります。それが非常にですね、複雑でありまし

て、また、数的にも多いというような状況でご

ざいますので、職員だけではなくて、その賃金

の支払い等の部分についてですね、民間で実施

されているところがあるというふうに聞いてお

りますので、そういったところについて民間委

託等を今後検討していきたいということでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） それでは、コンビニ

交付事業。 

○市民課長（川野雄一君） こんにちは。市民

課の川野でございます。 

 コンビニの利用状況でございますけど、一

応、市内のコンビニ店舗、約５０店舗。それか

ら、市外以外にもコンビニございますけど、一

応、２８年６月からコンビニ交付の利用を開始

しております。２８年度は６月から３月までの

分ですけど、１１４５件の利用があっとりま

す。それから、ちなみに本年度４月から９月ま

での利用件数ですけど、７５４件の利用があっ

てるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） マイナンバーカードの

普及率とかわかりますか。 

○市民課長（川野雄一君） 今現在のマイナン

バーの普及状況ですけど、一応、市内の交付件

数が１万１４２６件でございます。これは９月

末現在の件数となっております。大体、人口割

からしますと、８.８％の普及率ということに

なります。 
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 以上でございます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） じゃあ、意見がなけ

れば、以上で、第２款・総務費中、当委員会関

係分、第１０款・災害復旧費中、財務部関係

分、第１１款・公債費、第１２款・諸支出金

中、当委員会関係分、及び第１３款・予備費に

ついてを終了します。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午後１時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時００分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費及び第１０款・災害復

旧費中、総務部関係分について、総務部から説

明願います。 

○総務部長（水本和博君） それでは、第８款

の消防費を審査いただきますに当たりまして、

消防、防災部門についての総括をさせていただ

きます。以下、着座にて失礼いたします。 

 消防費につきましては、総務部危機管理課で

所管しておりまして、この事業の類別としまし

ては、大きく２つに分けられます。１つが消防

に関する事業、もう一つが危機管理、防災に関

する事業でございます。 

 昨年度は熊本地震の発生により、年度当初か

ら７月１４日の避難所閉鎖、８月１４日の災害

対策本部解散まで、全職員が通常業務と並行し

て被災対応に当たったところでございます。 

 また、その後も引き続き、危機管理課はもち

ろんでございますが、全庁的に各課で罹災調

査、証明書発行、公共施設や住宅、道路、河川

堤防、農地などの復旧のほか、さまざまな生活

支援まで、あらゆる分野での復旧支援、対応に

費やす一年でございました。 

 一方、昨年９月からの台風でも多くの避難者

の方が避難所に詰めかけられるなど、例年と比

較にならないほど、さらなる防災、減災への取

り組み、充実の必要性を思い知らされた一年で

ございました。市議会におかれましても、一般

質問や委員会を通じまして、数多くの御指摘、

御提案をいただいたところでございます。 

 それでは、平成２８年度における取り組みで

ございますが、消防関係の主なものとしまし

て、まず、常備消防の強化では、一部事務組合

への負担金という形で取り組んでおりますけど

も、通常の運営負担金に加えまして、新たに鏡

消防署氷川分署の建設のための負担分を支出い

たしております。現在、工事が進められてお

り、本年度中に完成し、平成３０年度当初から

氷川分署の運用が開始される予定となっており

ます。 

 一方、本市の広範な地域を守る非常備消防の

充実としましては、消防団の組織力強化に取り

組みました。消防団組織の安全で円滑な活動の

ために、県の球磨川水系防災・減災の補助金ほ

か、各種補助金や交付金を活用しまして、消防

活動に資する各種の機材、資材の充実を図った

ところでございます。 

 平成２８年度も、小型ポンプ積載車の更新、

配備や、消防用機材、団員装着用の被服などの

整備を進めたところであり、今後とも、中期的

な整備計画を基本に、八代市消防団と協議を行

いながら組織力強化に努めてまいります。 

 一方で、団員の継続的な確保は、喫緊の課題

となっております。このため、団員の処遇改善

は必要不可欠でございまして、団員の報酬及び

出動手当の見直し、並びに山岳遭難者の捜索活

動に係る費用弁償条例の改正につきまして、本
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年の３月議会で御承認をいただき、団員個々に

対する処遇改善を進めたところでございます。 

 次に、危機管理、防災対策としましては、毎

年、総合防災訓練や住民参加型防災訓練を実施

しておりますが、大規模災害時の非常時におい

ては、行政側だけでの取り組みに限界があり、

自助、共助とのバランスのとれた全体のシステ

ムづくりが重要でございます。このことは、熊

本地震の教訓として、強く認識をいたしたとこ

ろでございます。 

 このため、自主防災会組織や町内会を初め、

各種の団体、事業所など、既存の組織の力を結

集するための連携や、地域における防災分野で

のリーダー育成を進めなければなりません。熊

本地震以降、特に地域住民とともに取り組む体

制づくりは、重点事項として位置づけ、これま

で以上に出前講座による意識啓発を行うととも

に、地域防災計画でも協働の視点から見直しに

取り組み、現在、平成３０年度版の防災計画策

定へ向け作業を進めているところでございま

す。 

 また、本市が広範な地域を有するということ

で、緊急時の情報伝達の手段として、毎年、計

画的に進めております防災行政無線の屋外拡声

機増設を２８年度も進めました。しかしなが

ら、熊本地震の影響で、機材や機器の高騰で落

札者がなく、３基設置予定のところを２基に変

更せざるを得ない事態も発生し、さらに、工期

も延び、２９年度へ繰越事業となったところで

ございます。 

 現在の防災行政無線につきましては、市町村

合併前から市内の地域ごとに別手法で整備が進

められたために統一性がなく、抜本的な対策を

必要としております。このことから、昨年１２

月より、特に重要な課題として、現在、全市的

な新システムの検討を行っているところでござ

います。 

 一方、新たにＲＫＫデータ放送を利用した情

報配信サービスを平成２８年８月から開始した

ところでございまして、今後とも、複数の伝達

手段確保に向け取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 その他、防災関係機器では、坂本町雨量計の

新たな装置への更新や、熊本地震で本庁舎が被

災したことから、防災行政無線やＪアラートな

どの防災関係機器の鏡支所内への移設、運用な

どを行ったところでございます。 

 大規模災害時におきましては、職員だけの対

応では到底カバーできるものではなく、自助、

共助を含め、住民の皆さんと一緒になって災害

時の困難を乗り切る仕組みづくりが災害発生後

の減災に向けた有効な手段でございます。 

 また、限られた予算の中で、より優先度の高

いものから集中的に整備を図るということが求

められ、事業の選別と計画的整備を念頭に防災

事業を進めていかなければならないと考えてお

ります。 

 熊本地震の教訓が、今後の災害時に生かされ

るよう、ハード面、ソフト面、双方のバランス

をとりながら、今後の防災、減災施策を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上、消防費の総括とさせていただきます。 

○総務部次長（丸山平之君） 総務部次長の丸

山です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２８年度八代市一般会計歳入

歳出決算書のうち、歳出の消防費関係部分につ

いて説明をさせていただきます。着座にて説明

させていただきます。 

 平成２８年度における主要な施策の成果に関

する調書ですね、その１のほうをお開きいただ

きたいと思います。１２ページでございます。 

 歳出の状況でございますが、款８・消防費の

予算現額は２０億７０４６万２０００円です。

支出済額は２０億２４５１万９０００円です。

前年に比べ２６.４％の減、執行率は９８.３％

となっております。 
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 翌年度の繰越額は１１２３万２０００円です

が、これは熊本地震の影響で消防施設等の整備

におくれが生じ、消防施設整備費の消火栓負担

金補助及び交付金９７万２０００円と防災管理

費の屋外拡声機の工事費１０２６万円が繰り越

しとなったものです。 

 また、不用額が３４７１万円となっておりま

すが、これは、熊本地震の影響で八代市総合防

災訓練等が開催できなかったことにより、非常

備消防で消防団員の報酬２８５万２０００円や

費用弁償３６０万９０００円が不用となり、ま

た、消防団員の退職者が少なかったことによる

退職報償金１１３９万４０００円、ポンプ積載

車等の入札残等が６３９万円というのが不用と

なったことが主な理由でございます。 

 それでは、個々の歳出の決算についてです

ね、説明をしていきたいと思います。 

 １５２ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 説明の内容は、まず表中の左上にある事務事

業名を申し上げます。そして、事業の内容、決

算額、１０００円未満を四捨五入しております

が、それと特定財源、不用額、今後の方向性の

順で説明をさせていただきます。 

 １５２ページ上段の広域行政事務組合負担金

事業は、八代広域行政事務組合消防本部による

消防活動、救助活動の的確な実施と推進を図る

ための負担金で、決算額は１６億５４７４万７

０００円となっております。内容は、通常消防

（運営経費）１６億３５２１万６０００円、鏡

署用地購入費７７４万２０００円、日奈久分署

用地購入費２９６万円、氷川分署関係費で８７

７万１０００円が主なものです。 

 特定財源として、県支出金で、火薬類、液化

石油ガス等の各種届受理等の権限移譲事務に関

する委託金２７万９０００円と、その他火薬類

の取締事務申請手数料１１万３０００円がござ

います。 

 今後の方向性としましては、本市の消防施策

に欠かせないというようなことで、市による実

施、現行どおりとしております。 

 下段の消防団活動事業は、消防団員の確保と

士気高揚を図り、住民の信頼に応える組織の維

持発展に努める事業で、消防団員に必要な処遇

と福利厚生を確保し、安心して消防活動が実施

できるように図るものです。 

 決算額は、１億６９８０万１０００円でござ

います。 

 内容としましては、消防団員２３８６名の報

酬５０９７万１０００円、団員の共済費６０４

０万２０００円、退職報償金４５７０万６００

０円、出動時の費用弁償１０１７万１０００

円、積載車等の燃料費１８２万２０００円が主

なものでございます。 

 特定財源として、消防団員退職報償金４４７

７万８０００円、消防団員福祉共済加入者に係

る事務費交付金５８万１０００円がございま

す。 

 不用額が１９２６万１０００円となっており

ます。これは、出初め式等が中止になり、消防

団員の報酬２８５万２０００円、費用弁償３６

０万９０００円が不用となったこと、退職者が

見込みより少なかったことによる退職報償金１

１３９万４０００円が不用となったものでござ

います。 

 今後の方向性としましては、消防団活動の広

報に力を入れ、団員の確保に努めることとして

おり、市による実施、現行どおりとしておりま

す。 

 次に、１５３ページ上段をごらんいただきた

いと思います。 

 消防団活動事業（災害関連）では、平成２８

年度の熊本地震での消防団活動に関するもの

で、決算額は７６６万４０００円でございま

す。消防団員の出動旅費７５６万円が主なもの

です。 
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 特定財源として、県支出金で災害救助費負担

金が活動燃料代に対して１０万４０００円があ

ります。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。 

 次に、下段の消防団整備事業は、消防団活動

に欠かせない資機材等の整備や維持管理を行う

事業でございます。決算は８７２８万２０００

円でございます。 

 内容としましては、消防資機材の修繕料５１

７万円や、備品購入で消防車両やポンプ購入費

５１９９万５０００円、ディスクトレーナー１

２３１万２０００円、半長靴９８９万６０００

円、新団員の被服費１７３万６０００円などが

主なものでございます。 

 特定財源として、国・県支出金の石油貯蔵施

設立地対策交付金１３２０万５０００円、球磨

川水系防災・減災ソフト対策等補助金１９８４

万１０００円、熊本県電源立地地域対策交付金

６４０万円、熊本県の消防施設設備整備費補助

金５０万円、地方債で、消防施設整備事業に係

る過疎債９９０万円と緊急防災減災債１６６０

万円、その他特定財源で、消防団員安全装備品

整備等助成事業助成金５０万円があります。 

 不用額は６３９万円、これは消防車両やポン

プ購入費の入札残４６５万２０００円が主なも

のでございます。 

 今後の方向性としましては、熊本地震を受

け、消防団活動の重要性も再認識され、安全で

十分な活動を進めるために必要となる資機材の

整備更新を行うこととしており、市による実

施、規模拡充としております。 

 次に、１５４ページ上段の消防団整備事業

（災害関連）では、被災した消防団関係施設等

に対する２分の１の補助を行ったものです。決

算額は５２万８０００円でございます。消防団

詰所等の修繕補助金６件の修繕費で、特定財源

はありません。 

 今後の方向性としましては、消防団関係施設

等も欠かせず、市による実施、現行どおりとし

ております。 

 同じページの下段、消防施設整備事業は、消

防組織法第６条に基づく防火水槽や消火栓、消

防団車庫、屋外ホース格納庫などの消防活動の

ための環境を整備する事業です。決算額は２１

３７万５０００円でございます。 

 内容は、消防施設修繕料１６５万５０００

円、大島防火水槽工事費７０３万９０００円、

海士江格納庫工事費２３４万４０００円、備品

で、ホース格納庫１４９万９０００円、消火栓

工事負担金で、水道局や生活環境事務組合へ合

せて７０１万９０００円が主なものでございま

す。 

 特定財源として、県支出金の電源立地地域対

策交付金１００万円、地方債で、消防施設整備

事業の緊急防災・減災債７００万円と、繰越分

で過疎債の８０万円がございます。 

 不用額は１９６万８０００円、消火栓の整備

の水道局等への負担金が予定より少なかったこ

とによるものでございます。 

 今後の方針は、安全で安心なまちづくりの実

現に向けて、地域要望など反映させながら整備

することとしており、市による実施、現行どお

りとしております。 

 次に、１５５ページの上段、防災対策事業で

すが、防災の基本となる八代市地域防災計画や

八代市国民保護計画の見直しのための防災会議

等の開催、自主防災組織の育成支援を行う事業

です。平成２８年度は熊本地震の対応で防災会

議は開催されず、防災気象観測装置設置や各種

機器の保守点検が主なものとなっております。 

 決算額は８５５万９０００円で、ネットワー

ク型雨量観測装置設置委託料４２６万６０００

円、高下西町に対するコミュニティ助成事業補

助金１９０万円が主なものでございます。 

 特定財源として、県支出金の球磨川水系防災
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・減災ソフト対策補助金が２８７万７０００

円、自主防災組織活動活性化事業補助金２６万

円、その他特定財源として、コミュニティ助成

事業の補助金１９０万円、職員防災服個人負担

分２３万３０００円がございます。 

 不用額の１７４万６０００円は、熊本地震に

より防災会議が中止になったことにより、報

酬、印刷製本費等が不用となり、また、坂本の

雨量観測装置設置委託費の入札残が主なもので

ございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、国、県と連携し、地域防災力

の向上を図るため、自主防災会の組織拡大及び

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、１５５ページ下段の防災対策事業（災

害関連）でございますが、熊本放送が提供する

住民情報サービス、デタポンの情報システムに

よるデータ放送及び携帯電話アプリを利用して

各種情報を提供する事業です。 

 決算額は７７万８０００円で、テレビデータ

放送情報提供サービス使用料、賃借料です。 

 特定財源として、県支出金で、球磨川水系防

災・減災ソフト対策等補助金５１万８０００円

がございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

といたしております。 

 次に、１５６ページ上段の防災行政無線整備

事業でございますが、これは、災害時の情報を

迅速かつ的確に伝達できるよう、屋外拡声器の

整備や戸別受信機の設置を行い、また、防災行

政無線設備の定期点検を実施するもので、決算

額は２７１７万円でございます。 

 内容は、防災行政無線の修繕料３７３万９０

００円、電話料３８６万６０００円、防災行政

無線保守点検業務委託料７７２万２０００円、

備品購入費――戸別受信機でございますが、１

７６万７０００円、熊本県防災行政無線システ

ム再整備負担金５４８万３０００円が主なもの

でございます。 

 なお、繰越明許費は、地震の影響等で屋外拡

声器２基の工事が繰り越しとなったもので、１

０２６万円となっております。 

 特定財源は、地方債の防災行政無線整備事業

で、緊急防災・減災債５４０万円があります。 

 不用額の１７９万９０００円は、防災行政無

線関係委託料の入札残１０９万２０００円、Ｍ

ＣＡ屋外拡声機増設工事の入札残などによるも

のでございます。 

 今後の方向性は、屋外拡声器の増設や既存の

ＦＭやつしろやＲＫＫのデタポン、ケーブルテ

レビなどや電話応答サービスなどの情報伝達シ

ステムの有効活用を推進し、アナログ方式から

デジタル化など総合的見直しを行うこととして

おり、市による実施、規模拡充としておりま

す。 

 次に、１５６ページ下段の災害時用備蓄資材

整備事業でございますが、これは防災活動拠点

への防災備蓄倉庫の設置、及び備蓄品を整備

し、災害時に備えるものです。 

 決算額は５９６万８０００円でございます。

内容は、アルファー米や乾パン等の備蓄食料１

６３万円、災害救助用毛布、ブルーシート等の

備蓄消耗品費で９４万５０００円、発電機１

台、投光機２基、簡易ベッド３台等の備蓄資材

購入費２７５万７０００円が主なものでござい

ます。 

 特定財源として、県支出金で、熊本県電源立

地地域対策交付金１００万円、球磨川水系防災

・減災ソフト対策等補助金５０万４０００円が

ございます。 

 今後の方向性は、計画的な備蓄を行うととも

に、市民みずから３日間の食料備蓄などを進

め、市民と協働による備蓄体制をとることとし

ており、市による実施、規模拡充としておりま

す。 
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 次に、１５７ページ上段の本庁舎等閉鎖に伴

う移転事業（災害関連）ですが、これは平成２

８年の熊本地震で本庁舎が被災し、閉鎖となっ

たことから、庁舎内に整備されていた防災行政

無線等の機器、設備を鏡支所へ移設した費用で

す。 

 決算額は６８７万４０００円でございます。 

 内容は、防災行政無線の同報系、移動系合わ

せて移設費３０７万８０００円、県防災一斉指

令情報端末移設費１９５万４０００円、Ｊアラ

ート及び聞き返し装置移設費１０３万５０００

円、防災気象観測装置及び消防受令機の移設費

７３万９０００円でございます。 

 特定財源はございません。また、今後の方向

性としては、当分移設の予定はなく、不要とし

ております。 

 次に、１５７ページの避難所運営事業（災害

関連）では、２８年の熊本地震で被災した市

民、避難民を受け入れた避難所運営の事業で、

決算額は２２６５万５０００円でございます。 

 内容は、避難所運営に係る警備委託料１８１

３万３０００円、避難所開設経費補償金２９５

万４０００円、支援物資用車両の修繕費、燃料

費で８８万６０００円、避難所用消耗品３９万

６０００円が主なものでございます。 

 特定財源として、県支出金、災害救助費負担

金１８８８万１０００円があります。 

 今後の方向性としましては、被災時は市民の

安全確保と生活支援のため、避難所運営は欠か

せないもので、市による実施、現行どおりとし

ております。 

 次に、１９９ページ上段の消防施設災害復旧

事業は、熊本地震により被災した市有消防施設

の修繕、復旧事業で、決算額は、９８万３００

０円です。これは、千丁町吉王丸の防火水槽１

基を修繕したもので、特定財源はありません。 

 今後の方向性は、被災時に復旧することとし

ており、市による実施、現行どおりとしており

ます。 

 次に、予算流用の主なものを説明いたしま

す。 

 平成２８年度八代市一般会計歳入歳出決算書

の１７７ページをお開きいただきたいと思いま

す。よろしいですか。 

 備考欄のですね、一番下の段をごらんくださ

い。 

 １８節より款８、項１、目３、節１５へ１１

２万１０００円の流用ということで書いてあり

ます。これは、１７９ページ備考欄にですね、

右上のほうに書いてあります、１２節より１５

節へ４４万８０００円流用とありますが、ポン

プ積載車やポンプ購入費の入札残などをです

ね、大島町の防火水槽新設工事に流用したもの

で、従来の工事実績額をもとに積算していまし

たけれども、現地の地盤が石灰岩などであった

ために工事費に不足が生じたことによって、こ

ちらのほうへ流用したものです。 

 それと、１７９ページの備考欄をごらんいた

だきますと、右下で、１３節より１２節へ３７

万７０００円流用とありますのは、災害関連

で、平成２８年熊本地震で使用した避難所運営

の毛布クリーニング代への流用を行ったもので

ございます。 

 また、その下の１３節へ予備費流用２８３万

２０００円とありますが、これは災害関連で、

避難所運営で開設期間が長期となったことから

ですね、警備委託料等に不足が生じたことによ

る流用を行っております。 

 以上が流用の主なものでございます。 

 以上、消防関係の主な内容を説明させていた

だきました。御審議、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について、質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本隆一君） ちょっと確認でですけ
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れども、今の、こちらの１５７ページの避難所

運営事業についてお尋ねですが、これはもう一

次避難所の運営ということで理解していいので

しょうか。 

○危機管理課長（南 和治君） この避難所運

営経費につきましては、地震のときに開設した

避難所の運営経費ということになります。（委

員橋本隆一君「二次避難所、三次避難所は」と

呼ぶ）二次避難所も三次避難所も含んでおりま

す。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。 

 この前、福祉避難所の設置数がですね、この

前、部長の答弁では、今後、災害のときには足

りない状況であるので、今後またお願いをして

いかなきゃいけないという、それから特定避難

所も設置をしていかなければならないというこ

とでありましたので、市による実施が現行どお

りっていうのがちょっと、規模拡充っていうの

と、ちょっとどうなのかなちゅうようなことを

感じたもんですから、そこら辺をちょっと確認

させていただければと思いました。 

○危機管理課長（南 和治君） 申しわけあり

ません。こちらの事業のほうは運営経費という

意味で上げておりますので、運営経費について

は市のほうがこれまでどおり負担して行ってい

きますというところで、これまでどおりの実施

ということにしております。 

○委員（橋本隆一君） わかりました。事業と

は違うということですね。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） １５６ページの防災行

政無線整備事業ですが、これまでも非常に防災

行政無線を引きたいということで、予算につい

ては、執行された分については特段お尋ねをす

るものではないんですが、今後の方向性のとこ

ろで、今後、使用期限までに市独自の防災情報

伝達を再構築しなければならないということで

うたってあります。使用期限がたしか、この防

災行政無線のバンドが使える期限がたしか、総

務省かどこかでうたってきとっとか、期限を切

ってきとったと思うんですけど、そこの部分を

ちょっとお知らせいただきたいのと、その後、

市としてどういうふうな取り組みをしようとさ

れているのか、そのあたりをお聞かせいただけ

ますか。 

○危機管理課長（南 和治君） 防災無線の使

用期限につきましてですけども、これは、今

の、各支所に整備した分ですけども、こちらの

ほうがアナログ方式による整備になっておりま

す。で、今、アナログからデジタルへの変換と

いうことで進められておりまして、このアナロ

グの使用期限が平成３４年の１１月までという

ことになっておりますので、それ以降はデジタ

ル化しないと使用できないということがありま

す。 

 それと、各支所につきましては、防災行政無

線という方式をとっているんですが、旧八代市

の分につきましては、ＭＣＡ無線という方式を

とっておりますので、方式も違います。ちょっ

と運用がやりにくい部分もありますので、そう

いったところも含めてですね、総合的に見直し

をかけて、統一したシステムで運用ができるよ

うに検討していきたいというところで考えてお

ります。 

○委員（大倉裕一君） そういう意味ではも

う、その新しいシステムについても、この事業

の中で開発を進めていかれるということになる

んですかね。そういう意味で規模拡充という形

になるんでしょうか。それとも、また別に開発

という事業をつくって、新たに予算化していか

れるのか。そこの部分をちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

○危機管理課長（南 和治君） 防災行政無線

の整備事業ということにしておりますので、こ

の事業の中で、今のところは、この事業の中で
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再整備についても検討していきたいというふう

に考えております。 

○委員（大倉裕一君） 今後のことですので、

わからない部分もあるかと思うんですが、その

開発の期限っていうのは、いつぐらいまでを切

っていらっしゃる、目標としておられるんでし

ょうか。具体的なその中身も、お知らせできる

範囲内で構いませんので、どういった手法でさ

れるのかというところをお聞かせいただきたい

と思います。 

○危機管理課長（南 和治君） 先ほども申し

ましたように、３４年の１１月が最終期限とい

うふうに、私たち捉えておりますので、その前

にですね、早い段階で整備をしたいというふう

には考えております。整備の手法とかにつきま

してはですね、今、どういった方法で進めるか

というのを検討しておりますので、そういった

のがはっきり、スケジュール的なものをです

ね、案をお示しできるようになりましたら、当

委員会のほうにもお知らせをして、進めてまい

りたいというふうに考えております。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますけど、

がちっとして、もう決まってしまったもので報

告をいただくと、私たちの要望というのも、な

かなか反映していただきづらい部分があるのか

なというふうに思いますので、ある程度の骨子

の部分で、１つのステップとして報告をいただ

くとか、そういった報告の機会もですね、少し

配慮していただければと思いますので、ここは

要望としてとどめさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（前川祥子君） 今のは要望としてお

願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） 御承知のとおり、昨年

の熊本地震に伴って本庁舎が閉鎖をされて、言

うなれば危機管理課も含めてですが、ここ鏡支

所に移転をしております。そういう中で、どう

しても、安全性といいますか、利便性等も含め

てでありますけれども、この庁舎が今、どうし

ても、本庁のような機能を持っているというよ

うに現在は思っているところでございます。そ

ういう中で、きょう冒頭にも避難訓練みたいな

ものもありましたものですから、ぜひともです

ね、来庁者の皆さんの安全面ももう少し、支所

が本当に安全なのか考えていただきたいと思い

ます。 

 特に、逃げ出すと言うといかんですが、逃避

するときに、外に出ますと、駐車場のアスファ

ルトがもう大分劣化しとりますので、その辺の

ところも、言うなれば、企画振興部とちょっと

打ち合わせながら、予算面も少し配慮をされた

ほうが、本当の防災面からは、そのような配慮

が必要ではないかというふうに意見を申し上げ

ておきます。 

 以上でございます。 

○委員長（前川祥子君） ほかに意見はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分について、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入れかえのため、小会といたします。 

（午後２時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３９分 本会） 
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◎議案第９３号・平成２８年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９３号・平成２８年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算を議題

とし、執行部から説明願います。 

○企画振興部長（宮村明彦君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）平成２８年度

のケーブルテレビ事業特別会計決算に関しまし

て、まず企画振興部といたしましての総括をさ

せていただきます。座って説明させていただき

ます。 

 本市のケーブルテレビ事業は、坂本、東陽、

泉地域におけるテレビ放送の難視聴対策及び地

域間の情報格差是正などを目的に、平成１６年

度から１８年度にかけて整備された事業でござ

います。 

 ２８年度決算につきましては、歳出歳入総額

がそれぞれ１億４９４７万８０００円で、前年

度比４８％の減額となっております。これは、

２８年度から、運営につきまして指定管理者制

度を導入したことによるものでございます。 

 また、歳出の９４％を占めます公債費は、当

初の整備費の財源として旧坂本村、東陽村、泉

村で借り受けました起債、総額約１７億７００

０万円の償還金でございます。償還期限は平成

３０年度までとなっており、平成２８年度末現

在の残高は約１億７０００万円となっておりま

す。 

 ケーブルテレビの運営につきましては、これ

までも、サービスの維持、向上を図りながら、

ＣＳ番組の統合や運用方法の変更を行い、経費

の削減に努めるとともに、平成２４年と２６年

には利用料金の改定をお願いするなど、適正な

経営に努めてまいりました。 

 平成２８年度におきましては、先ほども述べ

ましたとおり、さらなる運営の効率化のため指

定管理者制度を導入し、一定の効果を見たとこ

ろでございます。 

 しかしながら、ケーブルテレビの設備につき

ましては、開局から既に１０年以上が経過、放

送機器や伝送路などが老朽化してきており、既

に耐用年数を経過しているものもあるなど、機

器や伝送路の更新に向けて検討を行う必要があ

ることから、技術の進歩に対応し、かつ、費用

対効果の高い機器や伝送路の構成及び運営のあ

り方などについて検討を重ねているところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、ケーブルテレビ事

業は、中山間地域に暮らす方々にとって必要か

つ不可欠なサービスでございます。テレビ放送

の難視聴対策や地域間の情報格差是正という本

来の役割はもとより、地域防災における情報伝

達手段としての役割も担っており、今後はさら

に当該地域の振興、とりわけ定住促進を図る上

での地域の魅力ある資源として、活用を図る必

要もあると考えております。 

 そのためにも、可能な限り早期に利用者のサ

ービス向上を図りながら、技術の進歩に対応

し、かつ費用対効果の高い機器や伝送路の更

新、より効率的な運営方法の確立をするための

方策を展開していく必要があろうと考えている

ところでございます。 

 以上を総括といたしまして、詳細につきまし

ては、担当課長より説明いたさせます。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） 情報政

策課、生田でございます。よろしくお願いいた

します。失礼しまして、着座にて説明させてい

ただきます。 

 平成２８年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計歳入歳出決算について説明をさせていただ

きます。 

 なお、金額につきましては、１０００円単位

とさせていただきます。 

 歳入につきましては、特別会計歳入歳出決算

書、歳出につきましては、主要な施策の成果に
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関する調書その２を用いて説明をいたします。 

 それでは、まず歳入を御説明いたします。決

算書１４４ページ、１４５ページをお願いいた

します。 

 まず、款１・分担金及び負担金は、調定額１

４万円に対し、収入済額はゼロ、収入未済額１

４万円となっております。 

 これは、平成２３年度に新規に加入された事

業のケーブルテレビ引き込み工事の受益者分担

金約３０万円のうちの未納分でございますが、

事業の経営不振や通院等のため、平成２８年度

の納付がなかったことによるものでございま

す。 

 次に、款２・使用料及び手数料は、調定額３

５４万９０００円に対しまして、収入済額２０

万４０００円、収入未済額は３３４万５０００

円。昨年度と比較いたしまして、収入済額９９

９９万１０００円の減額となっております。 

 これは、平成２８年度から利用料金制による

指定管理者制度を導入したことによりまして、

現年度の利用料金につきましては、指定管理者

でございますテレビやつしろ株式会社の収入と

なったことによるものでございます。 

 したがいまして、決算書に掲げる使用料収入

は、全て過年度分の使用料となります。 

 内訳は、ケーブルテレビ使用料が調定額２９

７万９０００円に対しまして、収入済額１４

万、収入未済額２８３万９０００円。インター

ネット使用料が５６万２０００円に対して、収

入済額５万６０００円で、収入未済額５０万６

０００円となっております。 

 次の手数料収入済額６０００円は、利用料金

の督促手数料でございます。 

 款３・財産収入６８万７０００円は、ケーブ

ルテレビの信号線でございます伝送路の貸付料

で、携帯電話エリア外の地域、いわゆる不感地

域解消のために設置した携帯電話基地局で使用

するため、ケーブルテレビの光ファイバーケー

ブルのうち、実際に使用していない予備の線、

いわゆる空き芯を携帯電話事業者に貸し付けて

いるものでございます。 

 款４・繰入金は、一般会計からの繰入金で、

収入済額１億４５６１万１０００円で、指定管

理者制度へ移行したことに伴う管理費の減少

や、起債償還額が減少したことによりまして、

平成２７年度と比較して１５６７万１０００円

の減額となっております。 

 １４６ページ、１４７ページをお願いいたし

ます。 

 款６・諸収入は、収入済額２９７万６０００

円でございます。主なものは、大雨等に伴いま

す土砂崩れによる伝送路設備の被害に対する建

物総合損害共済金２９３万３０００円でござい

ます。 

 以上、収入合計は予算額１億５２６５万７０

００円、調定額１億５２９６万４０００円、収

入済額１億４９４７万８０００円、収入未済額

３４８万６０００円となっております。 

 次に、歳出について御説明をいたします。主

要な施策の成果に関する調書その２の２４０ペ

ージをお願いいたします。 

 この表、右側が歳出になります。科目１・ケ

ーブルテレビ事業費は、ケーブルテレビ管理運

営経費でございまして、決算額６１０万７００

０円で、指定管理者制へ移行しましたことか

ら、平成２７年度と比較いたしまして１億４５

９万６０００円減少いたしております。 

 公債費は、決算額１億４３３７万１０００円

で、昨年度より５９１万８０００円の減少とな

っております。 

 ２４１ページをお願いいたします。 

 歳出の内容を御説明いたします。ケーブルテ

レビ事業費は、ケーブルテレビ事務事業とケー

ブルテレビ維持管理事業から成り立っておりま

す。 

 ２４１ページ上段のケーブルテレビ事務事業
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は、自主制作番組の審査をいただくケーブルテ

レビ放送番組審議会の開催、ケーブルテレビの

運営全般について御審議いただくケーブルテレ

ビ管理運営審議会の開催など、ケーブルテレビ

事業の運営全般についての経費を計上するもの

でございます。 

 決算額は７５万８０００円で、主なものはケ

ーブルテレビ番組審議会の１回分の開催経費、

取材車両のリース料及び放送二次使用料及び消

費税納付額でございます。 

 今後の方向性は、３、市による実施、民間委

託の拡大・市民等との協働等で、今後も、民間

ノウハウを活用し、指定管理経費の削減を図る

ため、引き続き指定管理者制度を活用しなが

ら、完全民営化への検討を行うこととしており

ます。 

 次のケーブルテレビ維持管理事業は、坂本、

東陽、泉の各センターからの伝送路設備や各種

システムの運用及び保守の業務、災害等におけ

る設備機器の修繕の業務を実施いたしておりま

す。また、供用開始から１０年以上が経過いた

しました設備機器等の計画的な交換や、より高

速な光ブロードバンド化のための整備事業の推

進などが事務事業の概要となっております。 

 決算額は５３５万円で、内容は伝送路及び機

器等の修繕費７２万８０００円、指定管理者委

託料２５７万４０００円。また、熊本地震によ

り、本庁舎が被災したことに伴いまして、本庁

舎に設置しておりましたケーブルテレビのイン

ターネットサービス関係の機器を仮庁舎へ移設

を行ったことによる委託料２０４万８０００円

でございます。 

 事業の方向性につきましては、３、市による

実施、民間委託の拡大・市民等との協働等と

し、その理由及び取り組み等につきましては、

機器や施設を適正に維持管理することで、住民

の円滑なサービスを提供していく。民間ノウハ

ウを活用し、管理運営の経費節減を図るため、

引き続き指定管理者制度を活用しながら、完全

民営化を検討するといたしております。 

 また、設備機器の老朽化解消と情報通信の格

差是正を目的に、設備機器の更新、ＦＴＴＨ

化、つまり完全光ケーブル化の事業を展開し、

市中心部と同様の高速インターネットサービス

を利用できるような環境整備を行うことといた

しております。 

 次に、不用額及び流用額につきまして説明を

いたします。 

 決算書の１４９ページをお願いいたします。 

 本年度不用額の合計は、表最下段の歳出合計

欄の不用額の欄に掲げますとおり、合計で３１

７万８０００円で、ケーブル施設維持管理費の

不用額２５４万１０００円がその主なものとな

っております。これは、伝送路及び機器の維

持、修繕費が当初の見込みを下回ったことによ

るものでございます。 

 次に、流用額につきましては、一般管理費及

び施設管理費の備考欄に掲げますとおり、５件

の流用を行っております。 

 主なものを御説明いたしますと、一般管理費

１４節へ１款、１項、２目、１１節から流用い

たしました２９万２０００円は、公益社団法人

日本芸能実演家団体協議会への、歌手や実演家

などの著作隣接権に関する、放送開始当初から

平成２８年度までの分の二次放送使用料でござ

います。 

 また、施設維持管理費の１１節から１３節委

託料への流用２０４万８０００円は、先ほど御

説明いたしました、熊本地震に伴い、ケーブル

テレビ、インターネットサービスの関連機器を

本庁舎から仮設庁舎へ移転したことによります

経費でございます。 

 最後に、公債費の状況について御説明をいた

します。 

 公債費の決算額は１億４３３７万円で、内訳

は、元金が１億４０８０万９０００円、利子が
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２５６万１０００円となっております。 

 起債の主なものは、当初の整備費用として借

り受けました約１７億７０００万の償還金でご

ざいます。当初の借入金の償還につきまして

は、平成３０年度に全て終了することとなって

おります。 

 なお、平成２７年度末における起債残高は、

１億７３１５万３０００円となっています。 

 以上、平成２８年度八代市ケーブルテレビ事

業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただ

きます。御審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について、質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） ケーブルテレビへの繰

入金は、これ、ケーブルテレビも法定内と法定

外っていうのがあったんですかね。ここは、そ

のまま。（理事兼情報政策課長生田隆君「その

まま、はい」と呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） 挙手をお願いいたし

ます。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） はい。 

 制度的に、この部分は法定の引き出し金、そ

れ以外、これという規定はございません。 

○委員（大倉裕一君） 受益者負担の原則でい

った場合、この繰入金を、利用料金ですかね、

に付加した場合、今の金額が幾らで、どれだけ

の金額になるんでしょうか。繰入金をしなかっ

た場合。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） ただい

ま利用されている世帯が３０００世帯というこ

とになりますので、起債の償還額、それから運

営経費を足しまして、それを３０００で割った

金額が、全て受益者で負担した場合の額という

ことになるかと思います。（委員大倉裕一君

「幾らなんですかね、計算すると」と呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） 大倉委員、今、出さ

れた計算で、それに関連しての質問あります

か。（委員大倉裕一君「今、金額を知りたいで

す」と呼ぶ）今知りたいですか。（委員大倉裕

一君「はい」と呼ぶ） 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） しばら

くお待ちください。 

○委員長（前川祥子君） では、小会します。 

（午後２時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５７分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） ただい

ま御指摘いただきました、全ての歳出額を約３

０００世帯ということで割り戻して計算いたし

ますと、１世帯１カ月当たり約４１５２円とな

ります。 

○委員（大倉裕一君） 現在は、ちなみに、お

幾らですか。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） ケーブ

ルテレビが１カ月当たり、これ、地上波だけで

ございますけれども、１２３０円。これにＣＳ

放送まで加えますと、ＣＳ放送の加算金が、セ

ットトップボックスということで、ＣＳを見る

場合はそれぞれ機械を加算するわけですけど

も、その加算が１台につき９７０円。それと、

インターネットの使用料が一般家庭が２５７０

円、インターネット事業者につきましては４１

１０円ということになっております。 

○委員（大倉裕一君） 個人でフルに使った場

合、――今のは年間ですかね、月ですかね。

（理事兼情報政策課長生田隆君「月額でござい

ます」と呼ぶ）４６００円、４７００円。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） 全て使

用された場合は４７７０円です。 

○委員（大倉裕一君） 月に４７７０円ですか

ね。 

○理事兼情報政策課長（生田 隆君） はい、

月額です。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、もう一回
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よかですか。もともとの、その繰り入れをしな

かった場合に、使用料で補おうとしたときは幾

らとおっしゃったですかね。 

 ちょっと小会してもらっていいですか。 

○委員長（前川祥子君） 小会します。 

（午後３時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０７分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、数字に弱

くてあれなんですが、おおよそというようなと

ころでのお話になりますけれども、現在、ケー

ブルテレビの各世帯、３０００世帯ですかね、

の負担がされているのが１２３０円ということ

で、これを繰り入れなしでしたときに、値上げ

という形になって、４１００円ぐらいの負担を

しなければならないというような状況になると

いうことがわかりましたので、約２９００円ぐ

らいのですね、負担が一般会計のほうから繰り

入れをされているというふうに置きかえられる

というふうに思いました。この２９００円をや

はり世帯に求めていくとなると、今の所得の状

況から見ると非常に、私としては厳しいという

ような判断を持っておりますので、今後もこの

繰入金というのは少ないほうがいいわけですけ

れども、指定管理者の導入とか運営経費の削減

とかしてもらいながらですね、事業の継続に向

けて取り組んでいただきたいと思います。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（古嶋津義君） ケーブルテレビ事業に

ついては、理解をいたします。合併前のいろん

ないきさつから考えれば、広大な山間部であり

ますので、その合併の経緯等を見ればですね、

山間部の方の利便性等考えれば、事業としては

いたしかたないのかなと思いますものの、繰入

金が１億４５００万ほどありますので、この辺

の経費削減も図りながらですね、今まだ完全民

営化じゃないそうでありますので、完全民営化

を目指して経費削減に努めていただきたいと思

います。 

 以上、意見とします。 

○委員長（前川祥子君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９３号・平成２８年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算について、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

○委員長（前川祥子君） 以上で、付託されま

した案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午後３時１０分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年１１月１日 
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総務委員会 

委 員 長 
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